






















入学
定員

編入学
定員

収容
定員

入学
定員

編入学
定員

収容
定員 変更の事由

金沢大学 金沢大学

融合学域 融合学域

先導学類 55 3年次25 270 先導学類 55 3年次25 270

観光デザイン学類 20 3年次15 110 観光デザイン学類 55 3年次15 250
定員変更（35）
令和6年度 魅力ある地方大学の実現に資する
地方国立大学の定員増採択による。

スマート創成科学類 20 3年次20 120 スマート創成科学類 55 3年次20 260
定員変更（35）
令和5年度 大学・高専機能強化支援事業申請
による。

人間社会学域 人間社会学域

人文学類 138 － 552 人文学類 138 － 552

法学類 150 － 600 法学類 150 － 600

経済学類 131 － 524 経済学類 131 － 524

学校教育学類共同教員養成課程 85 － 340 学校教育学類共同教員養成課程 85 － 340

地域創造学類 83 － 332 地域創造学類 83 － 332

国際学類 81 － 324 国際学類 81 － 324

理工学域 理工学域

数物科学類 78 3年次5 322 数物科学類 78 3年次5 322

物質化学類 78 3年次4 320 物質化学類 78 3年次4 320

機械工学類 94 3年次10 396 機械工学類 94 3年次10 396

フロンティア工学類 103 3年次5 422 フロンティア工学類 103 3年次5 422

電子情報通信学類 76 3年次7 318 電子情報通信学類 116 3年次7 478
定員変更（40）
令和5年度 大学・高専機能強化支援事業申請
による。

地球社会基盤学類 94 3年次7 390 地球社会基盤学類 94 3年次7 390

生命理工学類 56 3年次2 228 生命理工学類 56 3年次2 228

医薬保健学域 医薬保健学域

医学類 112 2年次5 637 医学類 100 2年次5 625 ※R5年度まで臨時定員12名増（R6年度以降
の維持については調整中）

薬学類 65 － 390 薬学類 65 － 390

医薬科学類 18 － 72 医薬科学類 18 － 72

保健学類 189 3年次10 776 保健学類 189 3年次10 776

看護学専攻 79 － 316 看護学専攻 79 － 316

診療放射線技術学専攻 40 － 160 診療放射線技術学専攻 40 － 160

検査技術科学専攻 40 － 160 検査技術科学専攻 40 － 160

理学療法学専攻 15 3年次5 70 理学療法学専攻 15 3年次5 70

作業療法学専攻 15 3年次5 70 作業療法学専攻 15 3年次5 70

計 1,726 2年次5 7,443 計 1,824 2年次5 7,871
3年次

110 3年次110

人間社会環境研究科 人間社会環境研究科

人文学専攻（Ｍ） 23 － 46 人文学専攻（Ｍ） 23 － 46

経済学専攻（Ｍ） 6 － 12 経済学専攻（Ｍ） 6 － 12

地域創造学専攻（Ｍ） 14 － 28 地域創造学専攻（Ｍ） 14 － 28

国際学専攻（Ｍ） 10 － 20 国際学専攻（Ｍ） 10 － 20

人間社会環境学専攻（Ｄ） 12 － 36 人間社会環境学専攻（Ｄ） 12 － 36

自然科学研究科 自然科学研究科

数物科学専攻（Ｍ） 59 － 118 数物科学専攻（Ｍ） 59 － 118

数物科学専攻（Ｄ） 15 － 45 数物科学専攻（Ｄ） 17 － 51 定員変更（入学定員2）

物質化学専攻（Ｍ） 63 － 126 物質化学専攻（Ｍ） 63 － 126

物質化学専攻（Ｄ） 14 － 42 物質化学専攻（Ｄ） 16 － 48 定員変更（入学定員2）

機械科学専攻（Ｄ） 25 － 75 0 － 0 令和6年4月学生募集停止

電子情報科学専攻（Ｄ） 18 － 54 0 － 0 令和6年4月学生募集停止

環境デザイン学専攻（Ｄ） 10 － 30 0 － 0 令和6年4月学生募集停止

自然システム学専攻（Ｄ） 21 － 63 0 － 0 令和6年4月学生募集停止

機械科学専攻（Ｍ） 72 － 144 機械科学専攻（Ｍ） 72 － 144

機械科学専攻（D） 19 － 57 研究科の専攻に係る課程の変更（事前相談）

フロンティア工学専攻（Ｍ） 83 － 166 フロンティア工学専攻（Ｍ） 83 － 166

フロンティア工学専攻（D） 19 － 57 研究科の専攻に係る課程の変更（事前相談）

電子情報通信学専攻（Ｍ） 63 － 126 電子情報通信学専攻（Ｍ） 63 － 126

電子情報通信学専攻（D） 17 － 51 研究科の専攻に係る課程の変更（事前相談）

地球社会基盤学専攻（Ｍ） 69 － 138 地球社会基盤学専攻（Ｍ） 69 － 138

地球社会基盤学専攻（D） 19 － 57 研究科の専攻に係る課程の変更（事前相談）

生命理工学専攻（Ｍ） 41 － 82 生命理工学専攻（Ｍ） 41 － 82

生命理工学専攻（D） 13 39 研究科の専攻に係る課程の変更（事前相談）

医薬保健学総合研究科 医薬保健学総合研究科

医科学専攻（Ｍ） 15 － 30 医科学専攻（Ｍ） 15 － 30

医学専攻（Ｄ） 64 － 256 医学専攻（Ｄ） 64 － 256

薬学専攻（Ｄ） 4 － 16 薬学専攻（Ｄ） 4 － 16

創薬科学専攻（Ｍ） 38 － 76 創薬科学専攻（Ｍ） 38 － 76

創薬科学専攻（Ｄ） 11 － 33 創薬科学専攻（Ｄ） 11 － 33

保健学専攻（Ｍ） 70 － 140 保健学専攻（Ｍ） 70 － 140

保健学専攻（Ｄ） 25 － 75 保健学専攻（Ｄ） 25 － 75

新学術創成研究科 新学術創成研究科

融合科学共同専攻（Ｍ） 14 － 28 融合科学共同専攻（Ｍ） 14 － 28

融合科学共同専攻（Ｄ） 14 － 42 融合科学共同専攻（Ｄ） 14 － 42

ナノ生命科学専攻（Ｍ） 6 － 12 ナノ生命科学専攻（Ｍ） 12 － 24 定員変更（入学定員6）

ナノ生命科学専攻（Ｄ） 6 － 18 ナノ生命科学専攻（Ｄ） 10 － 30 定員変更（入学定員4）

先進予防医学研究科 先進予防医学研究科

先進予防医学共同専攻（Ｄ） 12 － 48 先進予防医学共同専攻（Ｄ） 12 － 48

法学研究科 法学研究科

法学・政治学専攻（Ｍ） 8 － 16 法学・政治学専攻（Ｍ） 8 － 16

法務専攻（Ｐ） 15 － 45 法務専攻（Ｐ） 15 － 45

教職実践研究科 教職実践研究科

教職実践高度化専攻（Ｐ） 15 － 30 教職実践高度化専攻（Ｐ） 15 － 30

計 935 － 2,216 計 962 － 2,291

金沢大学 設置申請に係わる組織の移行表

令和5年度 令和6年度
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○金沢大学学則（案）

(平成16年4月1日規則第2号) 

改正

目次 

第1章 総則(第1条－第4条) 

第2章 組織 

第1節 教育研究組織(第5条－第18条) 

第2節 職員等(第19条－第26条) 

第3節 教授会等(第27条－第34条) 

第4節 事務組織(第35条) 

第5節 技術支援組織(第35条の2) 

第3章 学生 

第1節 学年等及び休業日(第36条・第37条) 

第2節 修業年限及び在学年限(第38条－第40条) 

第3節 入学(第41条－第47条) 

第4節 教育課程，履修方法等(第48条－第58条) 

第5節 卒業要件及び学位授与(第59条－第61条) 

第6節 休学，復学，転学，留学，退学及び除籍(第62条－第68条) 

第7節 賞罰(第69条・第70条) 

第8節 検定料，入学料及び授業料(第71条－第82条) 

第4章 研究生，科目等履修生，特別聴講学生及び外国人留学生(第83条－第87条) 

第5章 学生寄宿舎(第88条) 

第6章 共同教育課程(第89条) 

第7章 特別の課程(第90条) 

第8章 公開講座(第91条) 

附則 

第1章 総則 

(目的) 

- 学則-1 -



第1条 金沢大学(以下「本学」という。)は，教育，研究及び社会貢献に対する国民の要

請にこたえるため，総合大学として教育研究活動等を行い，学術及び文化の発展に寄

与することを目的とする。 

(定義) 

第2条 この学則において「学域」とは，学校教育法第85条ただし書の規定に基づく，

教育上の目的を達成するための組織をいう。 

2 この学則において「学類」とは，学域において学生の受入れと専門教育実施の基本的

な単位をいう。 

3 この学則において「コース」とは，学類において個別の学問領域に基礎を置く専門教

育に係るカリキュラムの基本単位及びその履修の体系をいう。 

4 この学則において「研究域」とは，研究上の目的を達成するための組織をいう。 

5 この学則において「系」とは，研究域及び第5条の3に定める国際基幹教育院に所属

する教員の専門領域に基づいて分類した所属の単位をいう。 

6 この学則において「附属教育研究施設」とは，特定の学類の教育及び当該分野の研究

に必要な施設をいう。 

7 この学則において「学内共同教育研究施設」とは，教員その他の者が共同して教育若

しくは研究を行う施設又は教育若しくは研究のため共用する施設をいう。 

8 この学則において「学内共同利用施設」とは，教員その他の者が共同して利用する施

設をいう。 

9 この学則において「部局」とは，教員が所属又は関与し，教育，研究，診療その他の

大学運営に重要な事項を実施するための組織をいう。 

(自己点検評価及び研修等) 

第3条 本学は，教育研究水準の向上を図り，本学の目的及び社会的使命を達成するた

め，教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価(以下「自己点検評価」という。)

並びに授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を行うものとす

る。 

2 自己点検評価及び研修等については，別に定める。 

(情報の積極的な提供) 

第4条 本学は，教育研究活動等の状況について，刊行物への掲載その他によって，積極

的に情報を提供するものとする。 

第2章 組織 

第1節 教育研究組織 

(未来創成教育環) 

第5条 本学に，未来創成教育環を置く。 

2 未来創成教育環に関し必要な事項は，別に定める。 

(学域，学類並びに課程，コース及び専攻) 
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第5条の2 本学に，次に掲げる学域，学類並びに課程，コース及び専攻を置く。 

融合学域 

 先導学類 

 観光デザイン学類 

 スマート創成科学類 

人間社会学域 

 人文学類 

 法学類 公共法政策コース，企業関係法コース，総合法学コース 

 経済学類 エコノミクスコース，グローバル・マネジメントコース 

 学校教育学類 共同教員養成課程 

 地域創造学類  

 国際学類  

理工学域 

 数物科学類  

 物質化学類  

 機械工学類 機械創造コース，機械数理コース，エネルギー機械コース 

 フロンティア工学類 

 電子情報通信学類 電気電子コース，情報通信コース 

 地球社会基盤学類 地球惑星科学コース，土木防災コース，環境都市コース 

 生命理工学類 生物科学コース，海洋生物資源コース，バイオ工学コース 

医薬保健学域 

 医学類 

 薬学類 

 医薬科学類 生命医科学コース，創薬科学コース 

 保健学類 看護学専攻，診療放射線技術学専攻，検査技術科学専攻，理学療法学専

攻，作業療法学専攻 

2 各学域の入学定員及び収容定員は，別表第一のとおりとする。 

3 学域及び学類の人材の養成に関する目的その他の教育上の目的並びに運営に必要な事

項は，別に定める。 

4 次の学類に，次に掲げる附属教育研究施設を置く。 

人間社会学域学校教育学類 

 附属幼稚園，附属小学校，附属中学校，附属高等学校及び附属特別支援学校(以下

「附属学校」という。) 

医薬保健学域薬学類 

 附属薬用植物園 

5 附属特別支援学校は，知的障害者に対する教育を行うことを目的とする。 

6 附属教育研究施設に関し必要な事項は，別に定める。 
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(国際基幹教育院) 

第5条の3 本学に，国際基幹教育院を置く。 

2 国際基幹教育院に，次に掲げる部及び系を置く。 

総合教育部 

GS教育系，外国語教育系 

3 前条第2項の規定にかかわらず，前項の総合教育部に，文系又は理系の区分のみを定

めて行う本学の入学者を選抜するための試験により入学した者を学類へ移行するまで

の間，所属させる。 

4 国際基幹教育院に関し必要な事項は，別に定める。 

(大学院) 

第6条 本学に，大学院を置く。 

2 大学院に，次に掲げる研究科及び専攻を置く。 

人間社会環境研究科 

  (前期2年の博士課程) 

    人文学専攻，経済学専攻，地域創造学専攻，国際学専攻 

  (後期3年の博士課程) 

    人間社会環境学専攻 

自然科学研究科 

  (前期2年の博士課程) 

    数物科学専攻，物質化学専攻，機械科学専攻，フロンティア工学専攻，電子情報

通信学専攻，地球社会基盤学専攻，生命理工学専攻 

  (後期3年の博士課程) 

    数物科学専攻，物質化学専攻，機械科学専攻，電子情報科学専攻，環境デザイン

学専攻，自然システム学専攻 

医薬保健学総合研究科 

  (修士課程) 

    医科学専攻 

  (博士課程) 

    医学専攻，薬学専攻 

  (前期2年の博士課程) 

    創薬科学専攻，保健学専攻 

  (後期3年の博士課程) 

    創薬科学専攻，保健学専攻 

先進予防医学研究科 

  （博士課程） 

    先進予防医学共同専攻 

新学術創成研究科 
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  (前期2年の博士課程) 

    融合科学共同専攻，ナノ生命科学専攻 

  (後期3年の博士課程) 

    融合科学共同専攻，ナノ生命科学専攻 

法学研究科 

  (修士課程) 

    法学・政治学専攻 

  (専門職学位課程) 

    法務専攻 

教職実践研究科 

  （専門職学位課程） 

    教職実践高度化専攻 

3 大学院(連合大学院を含む。)に関し必要な事項は，別に定める。 

第6条の2 削除 

(別科) 

第7条 本学に，養護教諭特別別科を置く。 

2 別科に関し必要な事項は，別に定める。 

(研究域及び系) 

第8条 本学に，次に掲げる研究域及び系を置く。 

融合研究域 

 融合科学系 

人間社会研究域 

 人文学系，法学系，経済学経営学系，学校教育系，地域創造学系，国際学系 

理工研究域 

 数物科学系，物質化学系，機械工学系，フロンティア工学系，電子情報通信学系，

地球社会基盤学系，生命理工学系 

医薬保健研究域 

 医学系，薬学系，保健学系 

2 研究域に附属研究センターを置くことができる。 

3 研究域，研究域に置く系及び附属研究センターに関し必要な事項は，別に定める。 

(附属病院) 

第9条 本学に，附属病院を置く。 

2 附属病院は，医薬保健学域のための教育研究施設とする。 

3 附属病院に関し必要な事項は，別に定める。 

(統合創成研究環) 

第10条 本学に，統合創成研究環を置く。 

2 統合創成研究環に関し必要な事項は別に定める。 
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(附置研究所等) 

第10条の2 本学に，次に掲げる附置研究所等を置く。 

 がん進展制御研究所 

 ナノ生命科学研究所 

 ナノマテリアル研究所 

 設計製造技術研究所 

 高度モビリティ研究所 

 古代文明・文化資源学研究所 

 先端観光科学研究所 

2 附置研究所等に関し必要な事項は，別に定める。ただし，ナノ生命科学研究所につい

ては，自主独立した拠点形成の推進を図るため，その運営に関して特例措置を適用す

ることができるものとする。 

(附属図書館) 

第11条 本学に，附属図書館を置く。 

2 附属図書館に，中央図書館(自然科学系図書館を含む。)及び医学系分館を置く。 

3 附属図書館に関し必要な事項は，別に定める。 

(学内共同教育研究施設) 

第12条 本学に，次に掲げる学内共同教育研究施設を置く。 

 学術メディア創成センター 

 環日本海域環境研究センター 

 疾患モデル総合研究センター 

 子どものこころの発達研究センター 

 先進予防医学研究センター 

 環境保全センター 

 未来知実証センター 

2 学内共同教育研究施設に関し必要な事項は，別に定める。 

(保健管理センター) 

第13条 本学に，保健管理センターを置く。 

2 保健管理センターに関し必要な事項は，別に定める。 

(グローバル人材育成推進機構，新学術創成研究機構，先端科学・社会共創推進機構，

国際機構及びダイバーシティ推進機構) 

第14条 本学に，グローバル人材育成推進機構，新学術創成研究機構，先端科学・社会

共創推進機構，国際機構及びダイバーシティ推進機構を置く。 

2 グローバル人材育成推進機構，新学術創成研究機構，先端科学・社会共創推進機構，

国際機構及びダイバーシティ推進機構に関し必要な事項は，別に定める。 

(学内共同利用施設) 
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第15条 本学に，次に掲げる学内共同利用施設を置く。 

 極低温研究室 

 資料館 

 技術支援センター 

2 学内共同利用施設に関し必要な事項は，別に定める。 

(その他の組織) 

第16条 本学に，前条までに定めるもののほか，別に定めるところによりその他の組織

を置くことができる。 

(研究プログラム等) 

第17条 がん進展制御研究所に，研究プログラムを置く。 

2 ナノ生命科学研究所，ナノマテリアル研究所，設計製造技術研究所，高度モビリティ

研究所，古代文明・文化資源学研究所，先端観光科学研究所，学内共同教育研究施

設，保健管理センター及び先端科学・社会共創推進機構に，研究部門を置くことがで

きる。 

3 研究プログラム及び研究部門に関し必要な事項は，別に定める。 

(連携講座等) 

第18条 大学院に，連携講座，寄附講座及び共同研究講座を置くことができる。 

2 国際基幹教育院，附置研究所等，学内共同教育研究施設，保健管理センター，新学術

創成研究機構，先端科学・社会共創推進機構及び国際機構に，寄附研究部門を置くこ

とができる。 

3 国際基幹教育院，附属病院，附置研究所等，学内共同教育研究施設，保健管理センタ

ー，新学術創成研究機構，先端科学・社会共創推進機構及び国際機構に，共同研究部

門を置くことができる。 

4 連携講座，寄附講座及び寄附研究部門並びに共同研究講座及び共同研究部門に関し必

要な事項は，別に定める。 

第2節 職員等 

(学長及び副学長) 

第19条 本学に，学長を置く。 

2 本学に，別に定めるところにより副学長を置く。 

(教授，准教授等) 

第20条 本学に，教授，准教授，講師，助教及び助手(以下「教員」という。)を置く。 

2 本学に，事務職員，技術職員，医療職員その他の職員を置く。 

3 附属学校に，校長，園長，教頭，教諭，養護教諭，栄養教諭その他の職員を置く。 

4 附属学校に，副校長，副園長，主幹教諭及び指導教諭を置くことができる。 

5 職員に関し必要な事項は，別に定める。 

(顧問，学長特別補佐及び学長補佐) 
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第21条 本学に，本学の業務の運営に関する事項について，学長の諮問に応じて意見を

述べ，又は助言を行うため，別に定めるところにより顧問を若干人置くことができ

る。 

2 本学に，学長の職務のうち特に必要と認める事項に関し，学長を補佐するため，別に

定めるところにより学長補佐及び学長特別補佐を若干人置くことができる。 

(部局及び部局長等) 

第22条 学域，国際基幹教育院，研究科，研究域，附属病院，附置研究所等，附属図書

館，学内共同教育研究施設，保健管理センター，グローバル人材育成推進機構，新学

術創成研究機構，先端科学・社会共創推進機構，国際機構及びダイバーシティ推進機

構を部局とし，それぞれ学域長，国際基幹教育院長，研究科長，研究域長，附属病院

長，附置研究所等の長，附属図書館長，学内共同教育研究施設の長，保健管理センタ

ー長，グローバル人材育成推進機構長，新学術創成研究機構長，先端科学・社会共創

推進機構長，国際機構長及びダイバーシティ推進機構長(以下「部局長」という。)を置

く。 

2 研究域長は対応する学域の学域長を兼ねるものとする。 

3 学域に置く学類及び研究域に置く系に，それぞれ学類長及び系長を置き，国際基幹教

育院に置く系に系長を置く。ただし，研究域長は学類長又は系長を，国際基幹教育院

長は系長を兼ねることができない。 

4 附属薬用植物園に，附属薬用植物園長を置く。 

5 附属図書館に置かれる医学系分館に，分館長を置く。 

6 学内共同利用施設に，学内共同利用施設の長を置く。 

7 人間社会環境研究科，自然科学研究科，医薬保健学総合研究科，新学術創成研究科及

び法学研究科の各専攻に，専攻長を置く。 

8 第1項に定める部局に，部局長を補佐するため，副部局長を置くことができる。 

9 第1項から前項までに定める部局長等(以下「部局長等」という。)の任期は，2年と

する。ただし，補欠の部局長等の任期は，前任者の残任期間とする。 

10 部局長等は，再任されることができる。 

11 部局長等は，教授(常勤の特任教授を含む。以下この項において同じ。)をもって充て

る。ただし，学長が特に必要と認めた場合は，この限りでない。 

12 部局長等の選考に関し必要な事項は，学長又は部局長が別に定める。 

(部局長の解任) 

第23条 学長は，部局長(学類長及び系長を含み，附属図書館長を除く。以下この条にお

いて同じ。)が，次の各号のいずれかに該当するときは，解任することができる。この

場合において，学長は，第27条に定める会議(第31条の5に定めるナノマテリアル研

究所会議，第31条の6に定める設計製造技術研究所会議，第31条の7に定める高度モ

ビリティ研究所会議，第31条の8に定める古代文明・文化資源学研究所会議，第31条
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の9に定める先端観光科学研究所会議，第32条第1項に定める教員会議及び第33条に

定めるセンター会議等を含む。)の申出に基づき行うものとする。 

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

(2) 職務上の義務違反があるとき。 

(3) その他部局長たるに適しないと認められるとき。 

2 前項に定めるもののほか，学長は，部局長の職務の執行が適当でないため当該部局の

業務の実績が悪化した場合であって，当該部局長に引き続き職務を行わせることが適

当でないと認めるときは，解任することができる。 

3 前項の規定により，研究科長，国際基幹教育院長，研究域長，附属病院長，がん進展

制御研究所長，学類長及び系長を解任するときは，第27条に定める会議の申出に基づ

き行うものとする。 

(附属学校統括長) 

第24条 本学に，附属学校の運営及び改革を統括するため，附属学校統括長を置く。 

2 附属学校統括長は，学長が指名する者をもって充てる。 

3 附属学校統括長の任期は2年とする。ただし，補欠の附属学校統括長の任期は，前任

者の残任期間とする。 

4 附属学校統括長は，再任されることができる。 

(名誉教授，客員教授等) 

第25条 本学の学長，副学長又は教授として勤務した者に，名誉教授の称号を付与する

ことができる。 

2 本学の常時勤務の教員以外の職員に，客員教授又は客員准教授の称号を付与すること

ができる。 

3 名誉教授，客員教授等に関し必要な事項は，別に定める。 

第26条 削除 

第3節 教授会等 

(教育研究会議，学類会議，研究科会議及び系会議並びに教授会議) 

第27条 教授会として，融合学域及び融合研究域の教育及び研究に関する重要事項を審

議するため，融合系教育研究会議を置き，その下に，学類会議及び系会議を置く。 

2 教授会として，人間社会学域，人間社会環境研究科，法学研究科，教職実践研究科及

び人間社会研究域の教育及び研究に関する重要事項を審議するため，人間社会系教育

研究会議を置き，その下に，学類会議，研究科会議，系会議を置く。 

3 教授会として，理工学域，自然科学研究科及び理工研究域の教育及び研究に関する重

要事項を審議するため，理工系教育研究会議を置き，その下に，学類会議，研究科会

議，系会議を置く。 
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4 教授会として，医薬保健学域，医薬保健学総合研究科，先進予防医学研究科及び医薬

保健研究域の教育及び研究に関する重要事項を審議するため，医薬保健系教育研究会

議を置き，その下に，学類会議，研究科会議，系会議を置く。 

5 教授会として，国際基幹教育院の教育及び研究に関する重要事項を審議するため，国

際基幹教育院教授会議を置き，その下に系会議を置く。 

6 教授会として，がん進展制御研究所の研究に関する重要事項を審議するため，がん進

展制御研究所教授会議を置く。 

7 教授会として，ナノ生命科学研究所の研究に関する重要事項を審議するため，ナノ生

命科学研究所教授会議を置く。 

(組織) 

第28条 教育研究会議，国際基幹教育院教授会議，がん進展制御研究所教授会議及びナ

ノ生命科学研究所教授会議は，当該研究域，国際基幹教育院，がん進展制御研究所及

びナノ生命科学研究所の教授をもって組織する。 

2 教育研究会議，国際基幹教育院教授会議，がん進展制御研究所教授会議及びナノ生命

科学研究所教授会議には，当該研究域，国際基幹教育院，がん進展制御研究所及びナ

ノ生命科学研究所の准教授，講師(常時勤務の者に限る。)及び助教並びに常勤の特任教

員を加えることができる。 

3 医薬保健系教育研究会議には，附属病院長(第1項に該当しない者に限る。)，附属病

院の教授，准教授，講師(常時勤務の者に限る。)及び助教並びに常勤の特任教員を加え

ることができる。 

4 ナノ生命科学研究所教授会議には，ナノ生命科学研究所リサーチプロフェッサー(極め

て顕著な研究業績を有する国内外の教育機関から招へいする教員に限る。)を加えるこ

とができる。ただし，学長が特に必要と認めた場合，ナノ生命科学研究所以外の教授

を加えることができる。 

(議長) 

第29条 教育研究会議，国際基幹教育院教授会議，がん進展制御研究所教授会議及びナ

ノ生命科学研究所教授会議に議長を置き，当該研究域，国際基幹教育院，がん進展制

御研究所及びナノ生命科学研究所の長をもって充てる。 

2 議長は，会議を主宰する。 

3 議長に事故があるときは，議長があらかじめ指名する者が，議長の職務を行う。 

(審議事項) 

第30条 教育研究会議，国際基幹教育院教授会議，がん進展制御研究所教授会議及びナ

ノ生命科学研究所教授会議は，学校教育法第93条第2項及び第3項に基づき，次に掲

げる事項を審議し，学長又は教授会を置く組織の長に意見を述べるものとする。 

(1) 当該研究域長，国際基幹教育院長，がん進展制御研究所長及びナノ生命科学研究

所長の候補者の選考に関する事項 
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(2) 教員の人事及び選考に関する事項 

(3) 中期目標・中期計画(法人の経営に関するものを除く。)に関する事項 

(4) 規程(法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育及び研究に係る重要な規則

の制定又は改廃に関する事項 

(5) 教育及び研究に係る予算の執行に関する事項 

(6) 教育課程の編成に関する事項 

(7) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言，指導その他の援助に関する事

項 

(8) 学生の入学，卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する事項及び学位の授与

に関する事項 

(9) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 

(10) 授業の内容及び方法の改善を図るための研修及び研究の実施に関する事項 

(11) その他当該部局の教育及び研究に関する重要事項 

2 学類会議，研究科会議及び系会議は，前項の事項のうち，教育研究会議が付託した事

項を審議する。 

3 教育研究会議は，学類会議，研究科会議及び系会議の議決をもって，教育研究会議の

議決とすることができる。 

(代議員会等) 

第31条 教育研究会議，国際基幹教育院教授会議，がん進展制御研究所教授会議及びナ

ノ生命科学研究所教授会議は，構成員のうちの一部の者をもって組織する代議員会，

専門委員会等(以下「代議員会等」という。)を置くことができる。 

2 教育研究会議，国際基幹教育院教授会議，がん進展制御研究所教授会議及びナノ生命

科学研究所教授会議は，代議員会等の議決をもって，教育研究会議，国際基幹教育院

教授会議，がん進展制御研究所教授会議及びナノ生命科学研究所教授会議の議決とす

ることができる。 

(基幹教育管理運営委員会) 

第31条の2 本学に，「金沢大学＜グローバル＞スタンダード」を基軸とした，全学的

な基幹教育（学士課程，修士課程及び博士課程それぞれの教育の基盤をなす教養的教

育をいう。）について，基本的な方針を審議し決定するため，基幹教育管理運営委員

会を置く。 

(附属学校運営協議会) 

第31条の3 本学に，附属学校の将来構想，学校教育学類及び大学院教職実践研究科と

の連携について，基本的な方針を審議し決定するため，附属学校運営協議会を置く。 

(新学術創成研究科会議) 

第31条の4 新学術創成研究科の教育に関する重要事項を審議するため，新学術創成研

究科会議を置く。 
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2 新学術創成研究科会議は，学校教育法第93条第2項及び第3項に基づき，教育研究会

議に準じて，別に定める事項を審議し，学長に意見を述べるものとする。 

(ナノマテリアル研究所会議) 

第31条の5 ナノマテリアル研究所に，ナノマテリアル研究所会議を置く。 

(設計製造技術研究所会議) 

第31条の6 設計製造技術研究所に，設計製造技術研究所会議を置く。 

(高度モビリティ研究所会議) 

第31条の7 高度モビリティ研究所に，高度モビリティ研究所会議を置く。 

(古代文明・文化資源学研究所会議) 

第31条の8 古代文明・文化資源学研究所に，古代文明・文化資源学研究所会議を置

く。 

(先端観光科学研究所会議) 

第31条の9 先端観光科学研究所に，先端観光科学研究所会議を置く。 

(教員会議等) 

第32条 学術メディア創成センター，環日本海域環境研究センター，疾患モデル総合研

究センター，子どものこころの発達研究センター，保健管理センター及び新学術創成

研究機構に，教員会議を置く。 

2 前項に定めるもののほか，未来知実証センター及び新学術創成研究機構に運営委員会

を置く。 

(センター会議等) 

第33条 先進予防医学研究センター，環境保全センター，未来知実証センター，グロー

バル人材育成推進機構，先端科学・社会共創推進機構，国際機構及びダイバーシティ

推進機構に，必要に応じて，センター会議(グローバル人材育成推進機構，先端科学・

社会共創推進機構，国際機構及びダイバーシティ推進機構にあっては機構運営会議，

以下「センター会議等」という。)を置く。 

(組織及び運営等) 

第34条 第28条から前条までに定めるもののほか，教育研究会議，国際基幹教育院教授

会議，がん進展制御研究所教授会議，ナノ生命科学研究所教授会議，学類会議，研究

科会議，系会議，基幹教育管理運営委員会，附属学校運営協議会，新学術創成研究科

会議，ナノマテリアル研究所会議，設計製造技術研究所会議，高度モビリティ研究所

会議，古代文明・文化資源学研究所会議，先端観光科学研究所会議，教員会議，運営

委員会及びセンター会議等の組織及び運営等に関し必要な事項は別に定める。 

第4節 事務組織 

(事務局) 

第35条 本学に，事務局を置き，その事務を分掌させるため，次に掲げる部を置く。 

(1) 総務部 
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第38条 修業年限は，4年とする。ただし，医薬保健学域の医学類及び薬学類にあって

は，6年とする。 

(修業年限の通算) 

第39条 第84条に定める科目等履修生として，本学において一定の単位を修得した者

が，本学に入学する場合において，当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履

修したと認められるときは，修得した単位数その他の事項を勘案して，修業年限の2

分の1を超えない範囲内の期間を修業年限に通算することができる。 

(在学年限) 

第40条 在学年限は，8年とする。ただし，医薬保健学域の医学類及び薬学類にあって

は，12年の範囲内で医薬保健学域において別に定める。 

第3節 入学 

(入学時期) 

第41条 入学の時期は，学年又は学期の始めとする。 

(入学資格) 

第42条 本学に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこ

れに相当する学校教育を修了した者を含む。) 

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文

部科学大臣の指定したもの 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教

育施設の当該課程を修了した者 

(5) 専修学校の高等課程(修学年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定め

る基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が

定める日以後に修了した者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧

規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。) 

(8) 学校教育法第90条第2項の規定により他の大学に入学した者であって，その後，

本学において，大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(9) 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の

学力があると認めた者で，18歳に達したもの 

(入学の出願) 

第43条 本学に入学を志願する者は，所定の出願書類に別表第二に定める検定料及び別

に定める書類を添えて，願い出なければならない。 

(入学者の選抜) 
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第44条 前条の入学を志願する者については，学校教育法施行規則(昭和22年文部省令

第11号)第165条の2第1項第3号の規定により定める方針に基づき，別に定めるとこ

ろにより選抜を行う。 

(入学手続及び入学許可) 

第45条 前条の結果に基づき合格の通知を受けた者は，所定の期日までに，所定の書類

を提出するとともに，別表第二に定める入学料を納付しなければならない。ただし，

入学料の免除又は徴収猶予を受けようとする者は，入学料に代えてその免除又は徴収

猶予の申請書を提出しなければならない。 

2 学長は，入学の手続を完了した者(入学料に関しては，その免除又は徴収猶予の申請書

を受理された者を含む。)に，入学を許可する。 

(再入学，転入学及び編入学) 

第46条 次の各号のいずれかに該当する者があるときは，選考の上，相当年次に入学を

許可することができる。 

(1) 本学を退学した者(第70条に定める退学者を除く。)又は除籍された者で，再び同

一の学域又は国際基幹教育院総合教育部へ再入学を志願するもの 

(2) 他大学に在学している者で，本学（国際基幹教育院総合教育部を除く。以下第3

号から第7号において同じ。）へ転入学を志願するもの 

(3) 他大学を卒業した者又は退学した者で，本学へ編入学を志願するもの 

(4) 短期大学，高等専門学校，旧国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業

した者で，本学へ編入学を志願するもの 

(5) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他文部科学大臣が定める

基準を満たす者に限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に定めるものに限

る。)で，本学へ編入学を志願するもの 

(6) 高等学校，中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の専攻科の課程（修業年限

が2年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）

を修了した者（学校教育法第90条第1項に定めるものに限る。）で，本学へ編入学

を志願するもの 

(7) 学校教育法施行規則附則第7条に定める従前の規定による高等学校，専門学校又

は教員養成諸学校等の課程を修了し，又は卒業した者で，本学へ編入学を志願する

もの 

2 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の

取扱い並びに在学すべき年数については，教育研究会議又は国際基幹教育院教授会議

の議を経て，学域長又は国際基幹教育院長が決定する。 

3 第1項の規定により入学した者の在学年限は，その者が属する年次に対応する残余の

修業年限の2倍の年数を超えることができない。 

4 前3条の規定は，第1項の規定により入学する場合に準用する。 
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5 再入学，転入学及び編入学に関し必要な事項は，学域及び国際基幹教育院において別

に定める。 

(宣誓) 

第47条 入学を許可された者は，別に定めるところにより，宣誓をしなければならな

い。 

第4節 教育課程，履修方法等 

(教育課程の編成方針等) 

第48条 教育課程は，学校教育法施行規則第165条の2第1項第1号及び第2号の規定

により定める方針に基づき，必要な授業科目を開設し，体系的に編成するものとす

る。 

2 教育課程の編成に当たっては，学域，学類並びに課程，コース及び専攻に係る専門の

学芸を教授するとともに，幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い，豊かな人間性

を涵養するよう適切に配慮するものとする。 

3 授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画を学生に対してあらかじめ明示するも

のとする。 

4 学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては，客観性及び厳格性を確保するた

め，学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに，当該基準にしたがって適

切に行うものとする。 

(教育課程の編成及び履修方法等) 

第49条 教育課程は，各授業科目を必修科目，選択科目及び自由科目に分け，これを各

年次に配当して編成するものとする。 

2 教育課程については，金沢大学共通教育科目に関する規程及び各学域において別に定

める。 

3 授業科目の履修に関する事項については，金沢大学履修規程において別に定める。 

(単位の計算方法) 

第50条 授業科目の単位の計算方法は，1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする

内容をもって構成することを標準とし，原則として次の基準によるものとする。 

(1) 講義及び演習については，15時間から30時間の授業をもって1単位とする。 

(2) 実験，実習及び実技については，30時間から45時間の授業をもって1単位とす

る。ただし，芸術等の分野における個人指導による実技の授業については，別に定

める時間の授業をもって1単位とすることができる。 

(3) 一の授業科目について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち二以上の方法の

併用により行う場合については，その組み合わせに応じ，前2号に規定する基準を

考慮して学域が定める時間の授業をもって1単位とする。 
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2 前項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究等の授業科目については，これらの学

修の成果を評価して単位を与えることが適切と認められる場合には，これらに必要な

学修等を考慮して単位数を定めることができる。 

(授業の方法) 

第51条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの

併用により行うものとする。 

2 前項の授業は，文部科学大臣が別に定めるところにより，多様なメディアを高度に利

用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

3 第1項の授業は，外国において履修させることができる。前項の規定により，多様な

メディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合につ

いても，同様とする。 

4 第1項の授業の一部は，文部科学大臣が別に定めるところにより，校舎及び附属施設

以外の場所で行うことができる。 

(単位の授与) 

第52条 授業科目を履修した者に対しては，試験その他の別に定める適切な方法により

学修の成果を評価して単位を与えるものとする。ただし，第50条第2項に定める授業

科目については，適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができ

る。 

(成績の評価) 

第53条 成績の評価については，金沢大学履修規程において別に定める。 

(履修科目の登録の上限) 

第54条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，卒業の要件として修

得すべき単位数について，1学期又は1クォーターに履修科目として登録することがで

きる単位数の上限を学域及び国際基幹教育院において定めるものとする。 

(大学院授業科目の履修) 

第54条の2 学生は，本学大学院へ入学を希望するときは，所属の学域長及び希望する

大学院の研究科長の許可を得て，当該研究科の授業科目を履修することができる。 

2 前項に関し必要な事項は，別に定める。 

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等) 

第55条 学生は，学域長又は国際基幹教育院長の許可を得て，本学が定める他の大学又

は短期大学において，当該大学又は短期大学の所定の授業科目を履修することができ

る。 

2 前項の規定により履修した授業科目についての修得した単位は，学域又は国際基幹教

育院の定めるところに基づき，合計60単位を超えない範囲で，これを本学の単位とし

て認定する。 
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3 前項の規定は，第66条の規定による留学及び外国の大学又は外国の短期大学が行う通

信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。 

(大学以外の教育施設等における学修) 

第56条 本学が教育上有益と認めるときは，短期大学又は高等専門学校の専攻科におけ

る学修その他文部科学大臣が別に定める学修を，本学における授業科目の履修とみな

し，学域又は国際基幹教育院の定めるところに基づき，単位を与えることができる。 

2 前項により与えることのできる単位数は，前条第2項及び第3項により本学の単位と

して認定する単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 

(休学期間中の他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学における学

修) 

第56条の2 本学が教育上有益と認めるときは，学生が休学期間中に他の大学若しくは

短期大学(以下「大学等」という。)又は外国の大学等において学修した成果について，

本学における授業科目の履修により修得したものとみなし，学域又は国際基幹教育院

の定めるところに基づき，単位を与えることができる。 

2 前項により与えることのできる単位数は，第55条第2項及び第3項並びに前条第1項

により本学の単位として認定する単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 

(入学前の既修得単位等の認定) 

第57条 本学が教育上有益と認めるときは，本学に入学する前に大学等又は外国の大学

等において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び第90条に規定す

る特別の課程を修了した者として修得した単位を含む。)を，本学に入学した後の本学

における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

2 本学が教育上有益と認めるときは，本学に入学する前に行った前条第1項に定める学

修を，本学における授業科目の履修とみなし，学域又は国際基幹教育院の定めるとこ

ろに基づき，単位を与えることができる。 

3 前2項により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，再入学，転

入学及び編入学の場合を除き，本学において修得した単位以外のものについては，第5

5条第2項及び第3項，第56条第1項並びに前条第1項により本学において修得した

ものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 

(長期にわたる教育課程の履修) 

第58条 学生が職業を有している等の事情により，当該学生に係る修業年限を超えて一

定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たと

きは，教育研究会議の議を経て，学長は，その計画的な履修を許可することができ

る。 

2 前項に定めるもののほか，長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項は，別に定

める。 

第5節 卒業要件及び学位授与 
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(卒業要件) 

第59条 第38条に定める修業年限以上在学し，学域ごとに定める授業科目を履修し，12

4単位以上(医薬保健学域の医学類にあっては188単位以上，薬学類にあっては186単

位以上)で学域の定める単位数を修得し，かつ，本学が別に定める英語能力の基準を満

たす学生については，当該教育研究会議の議を経て，学長が卒業を認定する。 

2 前項の規定により卒業要件として修得すべき単位のうち，第51条第2項に定める授業

の方法により修得する単位数は，60単位を超えないものとする。ただし，学域におい

て124単位を超える単位数を卒業要件として定める場合において，同条第1項に定める

授業の方法により64単位以上を修得しているときは，60単位を超えることができるも

のとする。 

(早期卒業) 

第60条 第38条の規定にかかわらず，本学に3年以上在学し，前条の規定により卒業要

件として修得すべき単位を優秀な成績で修得し，かつ，本学が別に定める英語能力の

基準を満たす学生が，学校教育法第89条に定める卒業を希望する場合は，当該教育研

究会議の議を経て，学長はこれを認定することがきる。 

2 前項の規定にかかわらず，次の各号の一に該当する学生は在学期間を短縮することが

できない。ただし，学長が特別の事情があると認めた場合は，この限りでない。 

(1) 金沢大学学生懲戒規程第4条に規定する懲戒処分を受けた者 

(2) 休学期間を有する者 

3 早期卒業に関し必要な事項は，別に定める。 

(学位の授与) 

第61条 本学を卒業した者には，金沢大学学位規程の定めるところにより学士の学位を

授与する。 

第6節 休学，復学，転学，留学，退学及び除籍 

(休学等) 

第62条 疾病又はその他の事由により，1月以上修学を中止しようとする者は，学域長

又は国際基幹教育院長に届け出て，休学することができる。 

2 前項に定める休学のほか，学域長又は国際基幹教育院長は，疾病その他の事由により

修学に適しないと認められる者に対しては，学長の承認を得て，休学を命じ，又は登

学を停止させることができる。 

3 休学の期間は，休学の開始日から，その年次の各クォーター，各学期又は学年の終わ

りまでとする。ただし，前項の休学の期間は，この限りでない。 

4 休学期間は，在学年限に算入しない。 

5 休学期間は，通算4年（国際基幹教育院総合教育部に所属する期間においては通算2

年とする。）を超えることができない。ただし，第2項の休学の期間は，この限りで

ない。 
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(復学) 

第63条 休学期間中に復学しようとする者(前条第2項により休学を命じられた者を除

く。)は，事由を記し，学域長又は国際基幹教育院長に届け出るものとする。 

2 復学の時期は，クォーター又は学期の始めとする。 

(転学類) 

第64条 転学類(学生が所属する学域以外への転学類も含む。)を志願する者があるとき

は，別に定めるところにより選考の上，転学類を許可することができる。 

2 転学類を志願する者は，所定の出願書類に志望の学類(保健学類にあっては専攻も含

む。)及び志望の事由を記し，所属の学域長に願い出なければならない。 

3 第1項の規定により転学類を許可された者の在学年限の取扱いについては，別に定め

る。 

4 第1項の規定により転学類を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位

数の取扱いについては，学域において決する。 

(転学) 

第65条 他の大学へ転学を志願する者(懲戒対象行為を行った者は除く。)は，所定の願

書に志望の大学，学部，学科及び志望の事由を記し，学域長又は国際基幹教育院長を

経て，学長に届け出るものとする。 

(留学) 

第66条 学生は，外国の大学等で学修するため，学長に届け出て，留学することができ

る。 

2 前項の留学期間は，修業年限に含まれるものとする。 

(退学) 

第67条 退学しようとする者は，事由を記し，学域長又は国際基幹教育院長を経て，学

長に届け出るものとする。 

2 前項の規定にかかわらず，懲戒対象行為を行った者が当該処分の決定前に退学を届け

出た場合等，特別の事由がある場合については，別に定めるところにより学長，学域

長又は国際基幹教育院長は当該届出を受理しないことがある。 

(除籍) 

第68条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは，学長は，これを除籍する。 

(1) 納付すべき入学料を所定の期日までに納付しない者 

(2) 所定の年限に達して，なお卒業の認定を得られない者 

(3) 授業料納付の義務を怠り督促を受けてもなお納付しない者 

(4) 疾病その他の事由により，成業の見込がないと認められる者 

2 前項第1号及び第3号の規定により除籍した者については，除籍となった日の属する

学期の成績を無効とする。 

第7節 賞罰 
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(表彰) 

第69条 学長は，本学在学中の学業の成績，課外活動等の成績に優れた者又は本学の名

誉を著しく高めたと認められる者に対して，卒業時又はその都度，表彰を行うことが

できる。 

2 表彰については，別に定める。 

(懲戒) 

第70条 学生が本学の秩序を乱し，その他学生の本分に反した行為をなしたときは，学

長は，教育研究評議会の議を経て懲戒する。 

2 懲戒は，学長の命を受け，学域長又は国際基幹教育院長が行う。 

3 懲戒は，退学，停学及び訓告とする。 

第8節 検定料，入学料及び授業料 

(検定料等) 

第71条 検定料，入学料及び授業料(以下「検定料等」という。)の額は，別表第二のと

おりとする。 

(入学料の免除又は徴収猶予) 

第72条 学長は，特別の事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる者に

対しては，別に定めるところにより，入学料を免除し，又は徴収猶予することができ

る。 

2 前項に定めるもののほか，学長が特に必要があると認める者に対しては，別に定める

ところにより，入学料を免除することができる。 

(入学料及び検定料の不返付) 

第73条 既納の入学料及び検定料は，返付しない。ただし，大学等における修学の支援

に関する法律（令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。）及び関係法令に

基づき，別に定めるところにより入学料の全額及び一部を返付することがある。 

2 前項の規定にかかわらず，検定料について，次の各号のいずれかに該当する者がある

ときは，その者の申出により次項に定める額を返付する。 

(1) 入学者選抜における第2次の学力検査等を2段階の選抜方法で実施する場合にお

いて，第1段階目の選抜に合格しなかった者(推薦入学及びAO入試等において第1次

選考として書類選考を行う場合における不合格者を含む。) 

(2) 個別学力検査出願受付後に大学入学共通テスト試験受験科目の不足等による出願

無資格者であることが判明した者 

(3) 学長が特に必要があると認めた者 

3 前項の規定により返付する額は，前項第1号の場合における第2段階目の選抜に係る

額に相当する額とする。 

(授業料の徴収方法等) 
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第74条 授業料の徴収は，各年度に係る授業料について，第1クォーター，第2クォー

ター，第3クォーター及び第4クォーターの4クォーターに区分して行うものとし，そ

れぞれのクォーターにおいて徴収する額は，年額の4分の1に相当する額とする。 

2 前項の授業料は，本学が指定する方法により，第1クォーター及び第2クォーターに

あっては5月，第3クォーター及び第4クォーターにあっては11月に徴収するものと

し，納付期限はそれぞれ当該月末日とする。 

3 前2項の規定にかかわらず，学生から申し出があったときは，第1クォーター及び第

2クォーターに係る授業料を徴収するときに，当該年度の第3クォーター及び第4クォ

ーターに係る授業料を併せて徴収するものとする。 

4 第2項の納付期限後に入学した者は，入学の日の属する月に，そのクォーターに属す

る授業料を納付しなければならない。 

(既納の授業料) 

第75条 既納の授業料は返付しない。 

2 前項の規定にかかわらず，既納の授業料のうち，休学又は退学したクォーターに係る

もの並びに修学支援法及び関係法令に基づき減免されたものは，別に定めるところに

より，当該授業料の全額又は一部を返付することがある。 

(授業料の免除，月割分納及び徴収猶予) 

第76条 学長は，学費の支弁が困難な学生に対しては，別に定めるところにより授業料

を免除し，又は月割分納若しくは徴収猶予を認めることができる。 

2 前項に定めるもののほか，学長が特に必要があると認める学生に対しては，別に定め

るところにより，授業料を免除することができる。 

3 授業料の免除又は月割分納若しくは徴収猶予(以下「免除等」という。)は，各期ごと

にこれを認める。 

4 免除等を認められた者が，次の各号のいずれかに該当するときは，別に定めるところ

により免除等を取り消すことができる。 

(1) 申請に係る事由が消滅したと認められるとき。 

(2) 申請について虚偽の事実が判明したとき。 

(3) 第 70条の規定により懲戒を受けたとき。 

(休学中及び復学の場合の授業料) 

第77条 休学の場合には，別に定めるところにより，休学中の授業料は，これを徴収し

ない（第75条第2項に定める既納の授業料の全額又は一部の返付を含む。）ことがあ

る。 

2 復学したときは，復学した日の属するクォーターから授業料を徴収する。この場合に

おいて，第2クォーター又は第4クォーターから復学したときは，復学日の属する月に

当該クォーターに係る授業料を，第3クォーターから復学したときは，11月に第3ク

ォーター及び第4クォーターに係る授業料を，それぞれ徴収する。 
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(免除等の取消しの場合の授業料) 

第78条 第76条第4項第1号の規定に該当し授業料の免除を取り消されたとき，その期

の授業料は，その月分から月割額(年額の12分の1)により，免除を取り消された日の

属する月に徴収する。 

2 第76条第4項第2号及び第3号の規定に該当し免除等を取り消されたときは，免除等

に係る授業料の金額をその月に徴収する。 

(再入学等の場合の授業料) 

第79条 学期の途中において，再入学，転入学又は編入学した場合には，再入学，転入

学又は編入学した日の属するクォーターから次の徴収の時期前までの期間に応じた額

を本学の指定する月に徴収する。 

(退学等の場合の授業料) 

第80条 クォーターの途中において，退学又は他大学へ転学した場合には，当該クォー

ターの授業料はこれを徴収する。 

2 停学中の授業料は徴収する。 

(死亡等の場合の授業料) 

第81条 死亡又は行方不明により除籍した場合には，未納の授業料の全額を免除するこ

とができる。 

(学年中途の卒業等の場合の授業料) 

第82条 学年の中途において，卒業又は修了する場合には，月割計算により在学予定期

間に応じた額を徴収する。 

第4章 研究生，科目等履修生，特別聴講学生及び外国人留学生 

(研究生) 

第83条 本学の学生以外の者で，特定の研究課題について研究することを志願する者が

あるときは，選考の上，研究生として入学を許可することができる。 

2 研究生の入学資格，選考方法等については，学域において別に定める。 

3 研究生の入学の時期は，月の初めとする。ただし，学長が特別の事情があると判断し

た場合は，この限りではない。 

4 研究生の研究期間は，1年以内とする。ただし，必要があると認められるときは，そ

の期間を更新することができる。 

5 研究生の授業料の徴収は，本学が指定する方法により，前期及び後期の2学期に区分

して行うものとする。 

6 前項の授業料は，前期にあっては5月，後期にあっては11月に徴収するものとし，納

付期限はそれぞれ当該月末日とする。 

7 前項の規定にかかわらず，納付期限後に入学した者又は在学期間が2か月未満の者に

あっては，入学の日の属する月に，その学期に属する授業料を納付しなければならな

い。 
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8 既納の授業料は返付しない。 

9 前項の規定にかかわらず，学期の途中において，退学した場合には，既納の授業料の

うち，退学の日の属する月の翌月以降に係る授業料を返付する。 

10 第37条，第43条，第44条，第45条，第67条，第68条，第70条，第73条及び第

81条の規定は，研究生に準用する。 

(科目等履修生) 

第84条 本学の学生以外の者で，一又は複数の授業科目を選んで履修することを志願す

る者があるときは，選考の上，科目等履修生として入学を許可することができる。 

2 科目等履修生の入学資格，選考方法等については，学域及び国際基幹教育院において

別に定める。 

3 授業科目を履修し，その試験に合格した科目等履修生に対し単位を与える。 

4 第36条，第37条，第41条，第43条，第44条，第45条，第49条第2項，第68条，

第70条，第73条，第74条，第75条及び第81条の規定は，科目等履修生に準用す

る。 

(特別聴講学生) 

第85条 本学において，特定の授業科目を履修することを希望する他の大学等又は外国

の大学等の学生があるときは，学域又は国際基幹教育院の定めるところにより，当該

他の大学等又は外国の大学等との協議に基づき，所定の手続を経て特別聴講学生とし

て入学を許可することができる。 

2 授業科目を履修し，その試験に合格した特別聴講学生に対し単位を与える。 

3 第36条，第37条，第44条，第68条，第70条，第74条，第75条及び第81条の規

定は，特別聴講学生に準用する。 

4 特別聴講学生の入学の時期は，学期の始めとする。ただし，学域又は国際基幹教育院

の定めるところにより，特別の事情があると判断される場合は，この限りでない。 

(外国人留学生) 

第86条 外国人で，大学において教育を受ける目的をもって入国し，本学に入学を志願

する者があるときは，特別に選考の上，外国人留学生として入学を許可することがで

きる。 

2 外国人留学生に関し必要な事項は，別に定める。 

(授業料等) 

第87条 研究生，科目等履修生及び特別聴講学生に係る授業料等の額は，別表第二のと

おりとする。 

2 前項の規定にかかわらず，特別聴講学生が，国立大学の学生，単位互換協定に基づく

公立若しくは私立の大学の学生，交流協定に基づく外国人留学生又は教育研究評議会

の議を経て学長が特に必要と認める学生であるときは，授業料を徴収しない。 

3 科目等履修生の授業料等の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。 
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第5章 学生寄宿舎 

(学生寄宿舎) 

第88条 本学に，学生寄宿舎として国際交流会館及び学生留学生宿舎を置く。 

2 学生寄宿舎に関し必要な事項は，別に定める。 

第6章 共同教育課程 

(共同教育課程) 

第89条 本学及び富山大学を構成大学とする共同教員養成課程の教育の実施について,本

学は,富山大学と協力するものとする。 

第7章 特別の課程 

(特別の課程) 

第90条 本学の学生以外の者を対象として，学校教育法第105条に規定する特別の課程

を編成し，これを修了した者に対し，修了の事実を証する証明書を交付することがで

きる。 

2 前項の実施に関し，必要な事項は，別に定める。 

第8章 公開講座 

(公開講座) 

第91条 本学に，公開講座を設ける。 

2 公開講座の受講料の額は，別表第三のとおりとする。 

3 公開講座に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

1 この学則は，平成16年4月1日から施行する。 

2 この学則の施行の際現に旧国立学校設置法第3条第1項の表に掲げる金沢大学の学生

である者は，この学則の施行の日に国立大学法人金沢大学が設置する金沢大学の学生

の身分を取得するものとする。 

3 第4条第1項の規定にかかわらず，旧金沢大学通則による法学部法学科及び公共シス

テム学科，薬学部薬学科及び製薬化学科並びに工学部電気・情報工学科は，平成16年

3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間，存続するも

のとする。 

4 別表第一の規定にかかわらず，法学部，理学部，薬学部及び工学部並びに合計欄の収

容定員については，平成16年度から平成18年度までは，次の表のとおりとする。 

学部 学科等 
平成16年度 平成17年度 平成18年度 

収容定員(人) 収容定員(人) 収容定員(人) 

法学部 法政学科 180 360 540 

従前の学科 法学科 480 320 160 

公共システム学科 165 110 55 
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(学科共通) 20 20 20 

計 845 810 775 

理学部 数学科 99 98 97 

物理学科 131 130 129 

化学科 154 152 150 

生物学科 98 96 94 

地球学科 110 108 106 

計算科学科 118 116 114 

(学科共通) 20 20 20 

計 730 720 710 

薬学部 総合薬学科 235 310 305 

従前の学科 薬学科 40 ― ― 

製薬化学科 40 ― ― 

計 315 310 305 

工学部 土木建設工学科 331 318 313 

機能機械工学科 304 296 292 

物質化学工学科 382 372 366 

電気電子システム工学科 197 194 191 

人間・機械工学科 304 296 292 

情報システム工学科 256 252 248 

(学科共通) 60 60 60 

計 1,834 1,788 1,762 

  

合計 7,454 7,358 7,282 

5 この規程の施行の日の前日に部局長である者のうち，施行の日以後において任期を有

するものは，施行の日に部局長に選任されたものとみなし，その任期については，第2

0条第7項の規定にかかわらず，施行の日以後において当該部局長の有する任期と同一

の期間とする。 

6 前項に規定する者の次期部局長に係る任期については，第20条第7項の規定にかかわ

らず，当該部局の定めるところによる。 

7 平成10年度以前の入学者に係る授業料の額については，第71条の規定にかかわら

ず，なお，従前の額とする。 

附 則 

この学則は，平成17年2月3日から施行する。 

附 則 
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1 この学則は，平成17年4月1日から施行する。 

2 平成10年度以前の入学者に係る授業料の額については，改正後の別表第二の規定にか

かわらず，なお，従前の例による。 

附 則 

この規則は，平成17年7月1日から施行する。 

附 則 

この学則は，平成17年12月1日から施行する。 

附 則 

1 この学則は，平成18年4月1日から施行する。 

2 第5条第1項の規定にかかわらず，薬学部総合薬学科は，平成18年3月31日に当該

学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

3 別表第一の規定にかかわらず，薬学部の合計欄の収容定員については，平成18年度か

ら平成23年度までは，次の表のとおりとする。 

学部 学科等 

平成18年

度 

平成19年

度 

平成20年

度 

平成21年

度 

平成22年

度 

平成23年

度 

収容定員

(人) 

収容定員

(人) 

収容定員

(人) 

収容定員

(人) 

収容定員

(人) 

収容定員

(人) 

薬学

部 

薬学科 35 70 105 140 175 210 

創薬科学科 40 80 120 160 160 160 

従前の

学科 

総合薬

学科 

230 150 75       

計 305 300 300 300 335 370 

附 則 

この学則は，平成18年10月1日から施行する。 

附 則 

この学則は，平成19年4月1日から施行する。 

附 則 

この学則は，平成19年10月1日から施行する。 

附 則 

1 この学則は，平成20年4月1日から施行する。 
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2 第5条第1項の規定にかかわらず，次の表に記載する学部，学科等は，平成20年3月

31日に在学する者が在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

3 学域・学類の収容定員，存続する学部及び学科等に係る第30条に規定する事項を審議

する教授会並びにその収容定員については，第27条及び別表第一の規定にかかわら

ず，次の表のとおりとする。 

4 存続する学部及び学科(法学部及び経済学部を除く。)の長については，前項に規定す

る教授会が別に定めるものとする。 

5 平成20年3月31日に在学する者(平成20年4月1日以降に従前の学部，学科等編入

学する者を含む。)については，別表第二の規定を除き，なお，従前の例による。 

6 前項に規定する者については，別表第二中「学域」とあるのは「学部」とする。 

 

学域・学類の収容定員 

学域 学類 

平成20年

度 

平成21年

度 

平成22年

度 

平成23年

度 

平成24年

度 

収容定員

(人) 

収容定員

(人) 

収容定員

(人) 

収容定員

(人) 

収容定員

(人) 

人間社会

学域 

人文学類 145 290 435 580 580 

法学類 170 340 510 680 680 

(編入学定員 10)     10 20 20 

経済学類 185 370 555 740 740 

学校教育学類 100 200 300 400 400 

地域創造学類 80 160 240 320 320 

国際学類 70 140 210 280 280 

計 750 1500 2260 3020 3020 

理工学域 数物科学類 84 168 252 336 336 

物質化学類 81 162 243 324 324 

機械工学類 140 280 420 560 560 

電子情報学類 108 216 324 432 432 

環境デザイン学類 74 148 222 296 296 

自然システム学類 102 204 306 408 408 

(学域共通編入学定員

40) 

    40 80 80 

計 589 1178 1807 2436 2436 

医薬保健

学域 

医学類 95 190 285 380 475 

(編入学定員 5)     5 10 15 

薬学類 35 70 105 140 175 

創薬科学類 40 80 120 160 160 
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保健学

類 

看護学専攻 80 160 240 320 320 

(編入学定員1

0) 

    10 20 20 

放射線技術科

学専攻 

40 80 120 160 160 

(編入学定員5)     5 10 10 

検査技術科学

専攻 

40 80 120 160 160 

(編入学定員5)     5 10 10 

理学療法学専

攻 

20 40 60 80 80 

(編入学定員5)     5 10 10 

作業療法学専

攻 

20 40 60 80 80 

(編入学定員5)     5 10 10 

小計 200 400 630 860 860 

計 370 740 1145 1550 1685 

合計 1709 3418 5212 7006 7141 

 

存続する学部・学科等の収容定員 

学部 学科等 教授会 

平成20

年度 

平成21

年度 

平成22

年度 

平成23

年度 

平成24

年度 

収容定員

(人) 

収容定員

(人) 

収容定員

(人) 

収容定員

(人) 

収容定員

(人) 

文学

部 

人間学科 人間社会系教

育研究会議 

165 110 55     

史学科 150 100 50     

文学科 195 130 65     

計 510 340 170     

教育

学部 

学校教育教員養成

課程 

240 160 80     

障害児教育教員養

成課程 

60 40 20     

人間環境課程 180 120 60     

スポーツ科学課程 105 70 35     

計 585 390 195     

法学

部 

法政学科 540 360 180     

(編入学定員 10) 20 20 10     

計 560 380 190     
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経済

学部 

経済学科 615 410 205     

計 615 410 205     

理学

部 

数学科 理工系教育研

究会議 

72 48 24     

物理学科 96 64 32     

化学科 111 74 37     

生物学科 69 46 23     

地球学科 78 52 26     

計算科学科 84 56 28     

(学科共通編入学定

員10) 

20 20 10     

計 530 360 180     

医学

部 

医学科 医薬保健系教

育研究会議 

475 380 285 190 95 

(編入学定員 5) 20 20 15 10 5 

(小計) 495 400 300 200 100 

保健学

科 

看護学専攻 240 160 80     

(編入学定

員10) 

20 20 10     

放射線技術

科学専攻 

120 80 40     

(編入学定

員5) 

10 10 5     

検査技術科

学専攻 

120 80 40     

(編入学定

員5) 

10 10 5     

理学療法学

専攻 

60 40 20     

(編入学定

員5) 

10 10 5     

作業療法学

専攻 

60 40 20     

(編入学定

員5) 

10 10 5     

(小計) 660 460 230     

計 1155 860 530 200 100 

薬学

部 

薬学科 70 70 70 70 35 

創薬科学科 80 80 40     

従前の

学科 

総合薬学科 75         
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計 225 150 110 70 35 

工学

部 

土木建設工学科 理工系教育研

究会議 

231 154 77     

機能機械工学科 216 144 72     

物質化学工学科 270 180 90     

電気電子システム

工学科 

141 94 47     

人間・機械工学科 216 144 72     

情報システム工学

科 

183 122 61     

(学科共通編入学定

員30) 

60 60 30     

計 1317 898 449     

合計   5497 3788 2029 270 135 

附 則 

1 この学則は，平成21年4月1日から施行する。 

2 別表第一の規定にかかわらず，医薬保健学域医学類における，平成21年度から平成2

9年度の入学定員については105人とし，その収容定員については，平成21年度から

平成34年度までは，次の表のとおりとする。 

学

域 
学類 

平成21年

度 

平成22年

度 

平成23年

度 

平成24年

度 

平成25年

度 

平成26年

度 

平成27年

度 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

医

薬

保

健

学

域 

医学

類 

105 200 105 305 105 410 105 515 105 620 105 630 105 630 

(編

入学

定員

5) 

―   ― 5 ― 10 ― 15 ― 20 ― 20 ― 20 

計 380 750 380 1165 380 1580 380 1725 380 1870 380 1880 380 1880 

  大学

合計 

1719 3428 1719 5232 1719 7036 1719 7181 1719 7326 1719 7336 1719 7336 

 

学

域 
学類 

平成28年

度 

平成29年

度 

平成30年

度 

平成31年

度 

平成32年

度 

平成33年

度 

平成34年

度 
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入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

医

薬

保

健

学

域 

医学

類 

105 630 105 630 100 625 100 620 100 615 100 610 100 605 

(編

入学

定員

5) 

― 20 ― 20 ― 20 ― 20 ― 20 ― 20 ― 20 

計 380 1880 380 1880 375 1875 375 1870 375 1865 375 1860 375 1855 

  大学

合計 

1719 7336 1719 7336 1714 7331 1714 7326 1714 7321 1714 7316 1714 7311 

附 則 

この学則は，平成21年11月20日から施行する。 

附 則 

1 この学則は，平成22年4月1日から施行する。 

2 別表第一の規定にかかわらず，医薬保健学域医学類における，平成22年度から平成3

6年度の入学定員及び収容定員については，次の表のとおりとする。 

学域 学類 

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

医薬

保健

学域 

医学類 112 312 112 424 112 536 112 648 112 665 

(編入

学定員

5) 

― 5 ― 10 ― 15 ― 20 ― 20 

計 387 1172 387 1594 387 1746 387 1898 387 1915 

  大学合

計 

1726 5239 1726 7050 1726 7202 1726 7354 1726 7371 

 

学域 学類 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

医薬

保健

学域 

医学類 112 672 112 672 112 672 107 667 107 662 

(編入

学定員

5) 

― 20 ― 20 ― 20 ― 20 ― 20 
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計 387 1922 387 1922 387 1922 382 1917 382 1912 

  大学合

計 

1726 7378 1726 7378 1726 7378 1721 7373 1721 7368 

 

学域 学類 

平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

医薬

保健

学域 

医学類 100 650 100 638 100 626 100 614 100 607 

(編入

学定員

5) 

― 20 ― 20 ― 20 ― 20 ― 20 

計 375 1900 375 1888 375 1876 375 1864 375 1857 

  大学合

計 

1714 7356 1714 7344 1714 7332 1714 7320 1714 7313 

附 則 

この学則は，平成22年7月16日から施行する。 

附 則 

1 この学則は，平成22年10月1日から施行する。 

2 平成23年4月1日に選任される自然科学研究科長及び自然科学研究科副研究科長の任

期は，第22条第9項の規定にかかわらず，平成24年3月31日までとする。 

附 則 

この学則は，平成23年4月1日から施行する。 

附 則 

1 この学則は，平成23年4月1日から施行する。 

2 改正後の別表第一の規定にかかわらず，平成23年度における医薬保健学域医学類の編

入学定員は，第2年次編入学5人，第3年次編入学5人とし，平成23年度から令和8

年度の入学定員及び収容定員については，次の表のとおりとする。 

学域 学類 

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

医学

類 

112 424 112 536 112 648 112 665 112 672 
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医薬

保健

学域 

(編

入

学) 

― 15 ― 20 ― 25 ― 25 ― 25 

計 387 1599 387 1751 387 1903 387 1920 387 1927 

  大学

合計 

1726 7055 1726 7207 1726 7359 1726 7376 1726 7383 

  

学域 学類 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

医薬

保健

学域 

医学

類 

112 672 112 672 112 672 112 672 112 672 

(編

入

学) 

― 25 ― 25 ― 25 ― 25 ― 25 

計 387 1927 387 1927 387 1927 387 1927 387 1927 

  大学

合計 

1726 7383 1726 7383 1726 7383 1726 7383 1726 7383 

  

学域 学類 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

医薬保

健学域 

医学

類 

112 672 100 660 100 648 100 636 

(編入

学) 

― 25 ― 25 ― 25 ― 25 

計 384 1924 372 1909 372 1884 372 1859 

  大学

合計 

1726 7383 1714 7371 1714 7369 1714 7367 

学域 学類 

令和7年度 令和8年度 

入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

医薬保健学

域 

医学類 100 624 100 612 

（編入

学） 
― 25 ― 25 

計 372 1877 372 1895 

  大学合計 1714 7385 1714 7403 

附 則 
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1 この学則は，平成24年4月1日から施行する。 

2 第6条第2項の規定にかかわらず，人間社会環境研究科人間文化専攻，社会システム

専攻及び公共経営政策専攻，自然科学研究科電子情報工学専攻，機能機械科学専攻，

人間・機械科学専攻，物質工学専攻，地球環境学専攻，社会基盤工学専攻，及び生物

科学専攻並びに医学系研究科医科学専攻，脳医科学専攻，がん医科学専攻，循環医科

学専攻，環境医科学専攻，創薬科学専攻及び保健学専攻は，平成24年3月31日に当該

専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

3 存続する研究科及び専攻に係る第30条に規定する事項を審議する教授会については，

第27条の規定にかかわらず，従前のとおりとする。 

4 存続する研究科及び専攻の長については，前項に規定する教授会が別に定めるものと

する。 

5 平成24年3月31日に在学する者については，別表第二の規定を除き，なお，従前の

例による。 

附 則 

この学則は，平成24年10月1日から施行する。 

附 則 

1 この学則は，平成25年4月1日から施行する。 

2 平成25年3月31日に国際交流会館に入居している者の寄宿料については，別表第三

の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則 

この学則は，平成25年7月1日から施行する。 

附 則 

1 この学則は，平成26年4月1日から施行する。 

2 第6条第2項の規定にかかわらず，自然科学研究科システム創成科学専攻，物質科学

専攻，環境科学専攻及び生命科学専攻は，平成26年3月31日に当該専攻に在学する者

が当該専攻に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

3 存続する専攻に係る第30条に規定する事項を審議する教授会については，第27条の

規定にかかわらず，従前のとおりとする。 

4 存続する専攻の長については，前項に規定する教授会が別に定めるものとする。 

5 平成26年3月31日に在学する者については，別表第二の規定を除き，なお，従前の

例による。 

附 則 
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この学則は，平成26年9月25日から施行する。 

附 則 

この学則は，平成27年4月1日から施行する。 

附 則 

この学則は，平成27年11月20日から施行する。 

附 則 

1 この学則は，平成28年4月1日から施行する。 

2 第6条第2項の規定にかかわらず，教育学研究科教育実践高度化専攻並びに医薬保健

学総合研究科脳医科学専攻，がん医科学専攻，循環医科学専攻及び環境医科学専攻

は，平成28年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの

間，存続するものとする。 

3 存続する専攻に係る第30条に規定する事項を審議する教授会については，第27条の

規定にかかわらず，従前のとおりとする。 

4 存続する専攻の長については，前項に規定する教授会が別に定めるものとする。 

5 平成28年3月31日に在学する者については，第63条第1項，第74条第2項に規定

する納付期限及び別表第二の規定を除き，なお，従前の例による。 

附 則 

この学則は，平成28年8月9日から施行する。 

附 則 

この学則は，平成28年11月29日から施行する。 

附 則 

この学則は，平成29年4月1日から施行する。 

附 則 

この学則は，平成29年6月1日から施行する。 

附 則 

この学則は，平成29年10月6日から施行する。 

附 則 

この学則は，平成30年1月1日から施行する。 
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附 則 

1 この学則は，平成30年4月1日から施行する。 

2 第5条第1項の規定にかかわらず，人間社会学域経済学類経済理論・経済政策コー

ス，経営・情報コース及び比較社会経済コース並びに地域創造学類健康スポーツコー

ス並びに理工学域電子情報学類，環境デザイン学類及び自然システム学類は，平成30

年3月31日に当該学類に在学する者が当該学類に在学しなくなるまでの間，存続する

ものとする。 

3 別表第一の規定にかかわらず，人間社会学域及び理工学域における平成30年度から令

和2年度の入学定員及び収容定員については，次の表のとおりとする。 

学域 学類 

平成30年度 令和元年度 令和2年度 

入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

人間

社会

学域 

経済学類 135 690 135 640 135 590 

地域創造学類 90 330 90 340 90 350 

国際学類 85 295 85 310 85 325 

計 725 2995 725 2970 725 2945 

理工

学域 

数物科学類 84 336 84 336 84 336 

（編入学定員 

5） 
-   -   - 5 

物質化学類 81 324 81 324 81 324 

（編入学定員 

4） 
-   -   - 4 

機械工学類 100 100 100 200 100 300 

（編入学定員 1

0） 
-   -   - 10 

フロンティア工学

類 
110 110 110 220 110 330 

（編入学定員 

5） 
-   -   - 5 

電子情報通信学類 80 80 80 160 80 240 

（編入学定員 

7） 
-   -   - 7 

地球社会基盤学類 100 100 100 200 100 300 

（編入学定員 

7） 
-   -   - 7 

生命理工学類 59 59 59 118 59 177 

（編入学定員 

2） 
-   -   - 2 
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従前

の学

類 

機械工学類   420   280   140 

電子情報学

類 
  324   216   108 

環境デザイ

ン学類 
  222   148   74 

自然システ

ム学類 
  306   204   102 

（学域共通

編入学定員

 40） 

- 80 - 80 - 40 

  計 614 2461 614 2486 614 2511 

4 存続する学類に係る第30条に規定する事項を審議する教授会については，第27条の

規定にかかわらず，従前のとおりとする。 

5 存続する学類の長については，前項に規定する教授会が別に定める。 

6 平成30年3月31日に在学する者(平成30年4月1日以降に従前の学類に編入学する

者を含む。)については，なお，従前の例による。 

附 則 

この学則は，平成30年7月1日から施行する。 

附 則 

この学則は，平成30年8月1日から施行する。 

附 則 

この学則は，平成31年2月1日から施行する。ただし，第12条及び第33条の地域連

携推進センターに係る改正規定は，平成31年4月1日から施行する。 

附 則 

1 この学則は，平成31年4月1日から施行する。 

2 この学則の施行の際，現に附属学校統括長である者の任期については，第24条第3項

の規定にかかわらず，2020年3月31日までとする。 

附 則 

この学則は，平成31年4月1日から施行する。 

附 則 

この学則は，令和元年6月1日から施行する。 
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附 則 

1 この学則は，令和2年4月1日から施行する。 

2 第6条第2項の規定にかかわらず，人間社会環境研究科法学・政治学専攻は，令和2

年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間，存続する

ものとする。 

3 存続する専攻に係る第30条に規定する事項を審議する教授会については，第27条の

規定にかかわらず，従前のとおりとする。 

4 存続する専攻の長については，前項に規定する教授会が別に定めるものとする。 

5 令和2年3月31日に在学する者については，なお，従前の例による。この場合におい

て,「法務研究科」とあるのは「法学研究科」と読み替えるものとする。 

6 第22条の規定にかかわらず，当分の間，融合研究域長については，学長が指名する理

事をもって充て，融合科学系長については，当該系に所属する教授のうち，学長が指

名する者をもって充てるものとする。 

7 前項に定めるもののほか，融合研究域に係る特例については，別に定める。 

附 則 

1 この学則は，令和3年4月1日から施行する。 

2 第5条第1項の規定にかかわらず，医薬保健学域創薬科学類は，令和3年3月31日に

当該学類に在学する者が当該学類に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

3 別表第一の規定にかかわらず，学域・学類（医薬保健学域医学類を除く。）における

令和3年度から令和8年度の入学定員及び収容定員については，次の表のとおりとす

る。 

学域 学類 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 

入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

融合学

域 

先導学類 55 55 55 110 55 165 

（編入学定員2

5） 
－   －   － 25 

計 55 55 55 110 55 190 

人間社

会学域 

人文学類 141 576 141 572 141 568 

法学類 160 670 160 660 160 650 

（編入学定員

5） 
－ 20 － 20 － 15 

経済学類 131 536 131 532 131 528 

学校教育学類 85 385 85 370 85 355 

地域創造学類 88 358 88 356 88 354 

国際学類 83 338 83 336 83 334 

- 学則-39 -



計 688 2883 688 2846 688 2804 

理工学

域 

数物科学類 82 334 82 332 82 330 

（編入学定員

5） 
－ 10 － 10 － 10 

物質化学類 79 322 79 320 79 318 

（編入学定員

4） 
－ 8 － 8 － 8 

機械工学類 97 397 97 394 97 391 

（編入学定員1

0） 
－ 20 － 20 － 20 

フロンティア工

学類 
107 437 107 434 107 431 

（編入学定員

5） 
－ 10 － 10 － 10 

電子情報通信学

類 
78 318 78 316 78 314 

（編入学定員

7） 
－ 14 － 14 － 14 

地球社会基盤学

類 
98 398 98 396 98 394 

（編入学定員

7） 
－ 14 － 14 － 14 

生命理工学類 58 235 58 234 58 233 

（編入学定員

2） 
－ 4 － 4 － 4 

計 599 2521 599 2506 599 2491 

医薬保

健学域 

薬学類 65 240 65 270 65 300 

医薬科学類 18 18 18 36 18 54 

保健

学類 

看護学専

攻 
79 319 79 318 79 317 

(編入学定

員4） 
－ 20 － 20 － 14 

放射線技

術科学専

攻 

40 160 40 160 40 160 

(編入学定

員3） 
－ 10 － 10 － 8 

検査技術

科学専攻 
40 160 40 160 40 160 
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(編入学定

員3） 
－ 10 － 10 － 8 

理学療法

学専攻 
15 75 15 70 15 65 

(編入学定

員5) 
－ 10 － 10 － 10 

作業療法

学専攻 
15 75 15 70 15 65 

(編入学定

員5) 
－ 10 － 10 － 10 

従前

の学

類 

創薬科学

類 
  120   80   40 

計 384 1924 372 1909 372 1884 

学域 学類 

令和6年度 令和7年度 令和8年度 

入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

融合学

域 

先導学類 55 220 55 220 55 220 

（編入学定員2

5） 
－ 50 － 50 － 50 

計 55 270 55 270 55 270 

人間社

会学域 

人文学類 141 564 141 564 141 564 

法学類 160 640 160 640 160 640 

（編入学定員

5） 
－ 10 － 10 － 10 

経済学類 131 524 131 524 131 524 

学校教育学類 85 340 85 340 85 340 

地域創造学類 88 352 88 352 88 352 

国際学類 83 332 83 332 83 332 

計  688 2762 688 2762 688 2762 

理工学

域 

数物科学類 82 328 82 328 82 328 

（編入学定員

5） 
－ 10 － 10 － 10 

物質化学類 79 316 79 316 79 316 

（編入学定員

4） 
－ 8 － 8 － 8 

機械工学類 97 388 97 388 97 388 

（編入学定員1

0） 
－ 20 － 20 － 20 
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フロンティア工

学類 
107 428 107 428 107 428 

（編入学定員

5） 
－ 10 － 10 － 10 

電子情報通信学

類 
78 312 78 312 78 312 

（編入学定員

7） 
－ 14 － 14 － 14 

地球社会基盤学

類 
98 392 98 392 98 392 

（編入学定員

7） 
－ 14 － 14 － 14 

生命理工学類 58 232 58 232 58 232 

（編入学定員

2） 
－ 4 － 4 － 4 

計 599 2476 599 2476 599 2476 

医薬保

健学域 

薬学類 65 330 65 360 65 390 

医薬科学類 18 72 18 72 18 72 

保健

学類 

看護学専

攻 
79 316 79 316 79 316 

(編入学定

員4） 
－ 8 － 8 － 8 

放射線技

術科学専

攻 

40 160 40 160 40 160 

(編入学定

員3） 
－ 6 － 6 － 6 

検査技術

科学専攻 
40 160 40 160 40 160 

(編入学定

員3） 
－ 6 － 6 － 6 

理学療法

学専攻 
15 60 15 60 15 60 

(編入学定

員5) 
－ 10 － 10 － 10 

作業療法

学専攻 
15 60 15 60 15 60 

(編入学定

員5) 
－ 10 － 10 － 10 
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従前

の学

類 

創薬科学

類 
          

計 372 1859 372 1877 372 1895 

4 存続する学類に係る第30条に規定する事項を審議する教授会については，第27条の

規定にかかわらず，従前のとおりとする。 

5 存続する学類の長については，前項に規定する教授会が別に定める。 

6 令和3年3月31日に在学する者(令和3年4月1日以降に従前の学類に編入学する者

を含む。)については，第68条第2項，第74条第2項及び第4項並びに第83条第5項

から第10項までの規定を除き，なお，従前の例による。 

7 第22条の規定にかかわらず，令和3年4月1日に選任される融合学域先導学類長につ

いては，当該学類を担当する教授のうち，学長が指名する者をもって充てるものとす

る。 

8 令和3年4月1日に選任される融合学域先導学類長及び医薬保健学域医薬科学類長の

任期は，第22条第9項の規定にかかわらず，令和6年3月31日までとし，再任を妨げ

ない。 

附 則 

1 この学則は，令和4年4月1日から施行する。ただし，第64条第3項の改正規定は，

令和4年3月31日までに転学類を許可され，令和4年4月1日以後に転学類をした者

にも適用する。 

2 第5条の2第1項の規定にかかわらず，人間社会学域学校教育学類教育科学コース及

び教科教育学コース並びに理工学域生命理工学類生命システムコースは，令和4年3月

31日に当該学類に在学する者が当該学類に在学しなくなるまでの間，存続するものと

する。 

3 別表第一の規定にかかわらず，融合学域，人間社会学域及び医薬保健学域における令

和4年度から令和9年度の入学定員及び収容定員については，次の表のとおりとする。 

学域 学類 

令和4年度 令和5年度 令和6年度 

入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

融合学

域 

観光デザ

イン学類 
15 15 15 30 15 45 

（編入学

定員15） 
-   -   - 15 

計 70 125 70 220 70 330 

人間社

会学域 

人文学類 138 569 138 562 138 555 

法学類 150 650 150 630 150 610 

- 学則-43 -



（編入学

定員0） 
- 20 - 15 - 5 

国際学類 81 334 81 330 81 326 

計 673 2831 673 2774 673 2712 

医薬保

健学域 

医学類 112 672 100 660 100 648 

（編入学

定員5） 
- 25 - 25 - 25 

計 384 1921 372 1896 372 1871 

学域 学類 

令和7年度 令和8年度 令和9年度 

入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

融合学

域 

観光デザ

イン学類 
15 60 15 60 15 60 

（編入学

定員15） 
- 30 - 30 - 30 

計 70 360 70 360 70 360 

人間社

会学域 

人文学類 138 552 138 552 138 552 

法学類 150 600 150 600 150 600 

（編入学

定員0） 
- - - - - - 

国際学類 81 324 81 324 81 324 

計 673 2692 673 2692 673 2692 

医薬保

健学域 

医学類 100 636 100 624 100 612 

（編入学

定員5） 
- 25 - 25 - 25 

計 372 1889 372 1907 372 1895 

4 第6条第2項の規定にかかわらず，自然科学研究科（博士前期課程に限る。）電子情

報科学専攻，環境デザイン学専攻及び自然システム学専攻は，令和4年3月31日に当

該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

5 存続する専攻の長については，第30条に規定する教授会が別に定めるものとする。 

6 第22条の規定にかかわらず，令和4年4月1日に選任される融合学域観光デザイン学

類長については，当該学類を担当する教授のうち，学長が指名する者をもって充てる

ものとする。 

7 令和4年3月31日に在学する者(令和4年4月1日以降に従前の学類に編入学する者

を含む。)については，なお，従前の例による。この場合において，「放射線技術科学

専攻」とあるのは「診療放射線技術学専攻」と読み替えるものとする。 

附 則 
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1 この学則は，令和5年4月1日から施行する。 

2 別表第一の規定にかかわらず，学域・学類における令和5年度から令和10年度の入学

定員及び収容定員については，次の表のとおりとする。 

学域 学類 

令和5年度 令和6年度 令和7年度 

入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

融合

学域 

観光デザイン学

類 
20 35 20 55 20 75 

（編入学定員1

5） 
-  - 15 - 30 

スマート創成科

学類 
20 20 20 40 20 60 

（編入学定員2

0） 
-  -  - 20 

計 95 245 95 380 95 455 

人間

社会

学域 

地域創造学類 83 349 83 342 83 337 

計 668 2769 668 2702 668 2677 

理工

学域 

数物科学類 78 326 78 320 78 316 

（編入学定員5） - 10 - 10 - 10 

物質化学類 78 317 78 314 78 313 

（編入学定員4） - 8 - 8 - 8 

機械工学類 94 388 94 382 94 379 

（編入学定員1

0） 
- 20 - 20 - 20 

フロンティア工

学類 
103 427 103 420 103 416 

（編入学定員5） - 10 - 10 - 10 

電子情報通信学

類 
76 312 76 308 76 306 

（編入学定員7） - 14 - 14 - 14 

地球社会基盤学

類 
94 390 94 384 94 380 

（編入学定員7） - 14 - 14 - 14 

生命理工学類 56 231 56 228 56 226 

（編入学定員2） - 4 - 4 - 4 

計 579 2471 579 2436 579 2416 

医学類 112 672 100 660 100 648 
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医薬

保健

学域 

（編入学定員5） - 25 - 25 - 25 

保健

学類 

看護学専攻 79 317 79 316 79 316 

（編入学定

員0） 
- 14 - 8 - 4 

診療放射線

技術科学専

攻 

40 160 40 160 40 160 

（編入学定

員0） 
- 8 - 6 - 3 

検査技術科

学専攻 
40 160 40 160 40 160 

（編入学定

員0） 
- 8 - 6 - 3 

計 384 1908 372 1883 372 1891 

学域 学類 

令和8年度 令和9年度 令和10年度 

入学定

員 

（人） 

収容定

員 

（人） 

入学定

員 

（人） 

収容定

員 

（人） 

入学定

員 

（人） 

収容定

員 

（人） 

融合学域 

観光デザイン学類 20 110 20 110 20 110 

（編入学定員15） ‐ 30 - 30 - 30 

スマート創成科学類 20 120 20 120 20 120 

（編入学定員20） - 40 - 40 - 40 

計 95 500 95 500 95 500 

人間社会

学域 

地域創造学類 83 332 83 332 83 332 

計 668 2672 668 2672 668 2672 

理工学域 

数物科学類 78 312 78 312 78 312 

（編入学定員5） - 10 - 10 - 10 

物質化学類 78 312 78 312 78 312 

（編入学定員4） - 8 - 8 - 8 

機械工学類 94 376 94 376 94 376 

（編入学定員10） - 20 - 20 - 20 

フロンティア工学類 103 412 103 412 103 412 

（編入学定員5） - 10 - 10 - 10 

電子情報通信学類 76 304 76 304 76 304 

（編入学定員7） - 14 - 14 - 14 

地球社会基盤学類 94 376 94 376 94 376 

（編入学定員7） - 14 - 14 - 14 

生命理工学類 56 224 56 224 56 224 
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（編入学定員2） - 4 - 4 - 4 

計 579 2396 579 2396 579 2396 

医薬保健

学域 

医学類 100 636 100 624 100 612 

（編入学定員5） - 25 - 25 - 25 

保健学

類 

看護学専攻 79 316 79 316 79 316 

（編入学定員0） - 0 - 0 - 0 

診療放射線技術科

学専攻 
40 160 40 160 40 160 

（編入学定員0） - 0 - 0 - 0 

検査技術科学専攻 40 160 40 160 40 160 

（編入学定員0） - 0 - 0 - 0 

計 372 1899 372 1887 372 1875 

3 第 22条の規定にかかわらず，令和5年4月1日に選任される融合学域スマート創成科

学類長については，当該学類を担当する教授のうち，学長が指名する者をもって充て

るものとする。 

4 令和5年4月1日に選任される融合学域スマート創成科学類長，人間社会研究域人文

学系長，人間社会研究域地域創造学系長及び人間社会研究域国際学系長の任期は，第2

2条第9項の規定にかかわらず，令和6年3月31日までとし，再任を妨げない。 

附 則 

 この学則は，令和5年6月16日から施行する。 

附 則 

1 この学則は，令和6年4月1日から施行する。 

2 別表第一の規定にかかわらず，学域・学類における令和6年度から令和8年度の入学

定員及び収容定員については，次の表のとおりとする。 

学域 学類 

令和6年度 令和7年度 令和8年度 

入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

融合

学域 

観光デザイ

ン学類 
55 90 55 145 55 185 

（編入学定

員15） 
- 15 - 30 - 30 

スマート創

成科学類 
55 75 55 130 55 185 

（編入学定

員20） 
-  - 20 - 40 

計 165 450 165 595 165 710 
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理工

学域 

電子情報通

信学類 
116 362 116 386 116 424 

（編入学定

員7） 
- 14 - 14 - 14 

計 619 2476 619 2496 619 2516 

 

別表第一 

入学定員及び収容定員 

学域 学類 
入学定員

(人) 

第2年次編入学

定員(人) 

第3年次編入学

定員(人) 

収容定員

(人) 

融合学域 先導学類 55   25 270 

観光デザイン学類 55   15 250 

スマート創成科学類 55   20 260 

計 165   60 780 

人間社会

学域 

人文学類 138     552 

法学類 150   
 

600 

経済学類 131     524 

学校教育学類 85     340 

地域創造学類 83     332 

国際学類 81     324 

計 668   
 

2672 

理工学域 数物科学類 78   5 322 

物質化学類 78   4 320 

機械工学類 94   10 396 

フロンティア工学類 103   5 422 

電子情報通信学類 116   7 478 

地球社会基盤学類 94   7 390 

生命理工学類 56   2 228 

計 619   40 2556 

医薬保健

学域 

医学類 100 5   625 

薬学類 65     390 

医薬科学類 18     72 

保健

学類 

看護学専攻 79   
 

316 

診療放射線技

術学専攻 

40   
 

160 
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【金沢大学学則（案）】変更事項を記載した書類 

 

1. 変更事由 

   

「令和 6 年度 魅力ある地方大学の実現に資する地方国立大学の定員増」の採択を受け，融合学域観

光デザイン学類の入学定員増を行うことに伴い，所要の改正を行う。 

また、「令和５年度 大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る

支援）」の申請を受け，融合学域スマート創成科学類及び理工学域電子情報通信学類の入学定員増を行

うことに伴い，所要の改正を行う。 

 

 

2. 変更点 

別表第１ 

 ・融合学域観光デザイン学類の入学定員を 20 名から 55 名に変更する。 

 ・融合学域スマート創成科学類の入学定員を 20 名から 55 名に変更する。 

 ・理工学域電子情報通信学類の入学定員を 76 名から 116 名に変更する。 

附則 

・ 融合学域観光デザイン学類及びスマート創成科学類並びに理工学域電子情報通信学類におけ

る令和 6 年度から令和 8 年度までの間（学年進行期間）の入学定員及び収容定員を定める。 

 

 

3. 施行日 

  令和 6 年 4 月 1 日 
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金
沢
大
学
学
則
新
旧
対
照
表
 
（
案
）
 

新
 

旧
 

本
則
 
(略

) 
本
則
 
(略

) 
 

 

 

附
 
則
 

 

1 
こ
の
学
則
は
，
令
和

6
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
学
域
・
学
類
に
お
け
る
令
和

6
年
度
か
ら
令
和

8
年

度
の
入
学
定
員
及
び
収
容
定
員
に
つ
い
て
は
，
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

学 域
 

学
類
 

令
和

6
年
度
 

令
和

7
年
度
 

令
和

8
年
度
 

入
学

定
員
 

(人
) 

収
容
定

員
 

(人
) 

入
学

定
員
 

(人
) 

収
容
定

員
 

(人
) 

入
学

定
員
 

(人
) 

収
容
定

員
 

(人
) 

融 合 学 域
 

観
光
デ
ザ
イ
ン
学
類
 

55
 

90
 

55
 

14
5 

55
 

18
5 

（
編
入
学
定
員

15
）
 

- 
15
 

- 
30
 

- 
45
 

ス
マ
ー
ト
創
成
科
学

類
 

55
 

75
 

55
 

13
0 

55
 

18
5 

（
編
入
学
定
員

20
）
 

- 
 

- 
20
 

- 
40
 

計
 

16
5 

45
0 

16
5 

59
5 

16
5 

71
0 

理 工 学 域
 

電
子
情
報
通
信
学
類
 

11
6 

36
2 

11
6 

38
6 

11
6 

42
4 

（
編
入
学
定
員

7）
 

- 
14
 

- 
14
 

- 
14
 

計
 

61
9 

24
76
 

61
9 

24
96
 

61
9 

25
16
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 別
表
第
一
 

  
入
学
定
員
及
び
収
容
定
員
 

学
域
 
学
類
 

入
学
定
員

（
人
）
 

第
2
年
次

編
入
学
定

員
（
人
）
 

第
3
年
次

編
入
学
定

員
 

収
容
定
員

（
人
）
 

融
合

学
域
 

先
導
学
類
 

55
 

 
 

25
 

27
0 

観
光
デ
ザ
イ
ン
学
類
 

55
 

 
 

15
 

25
0 

ス
マ
ー
ト
創
成
科
学
類
 5
5 

 
20
 

26
0 

計
 

16
5 

 
 

60
 

78
0 

人
間

社
会

学
域
 

人
文
学
類
 

13
8 

 
 

 
 

55
2 

法
学
類
 

15
0 

 
 

 
60
0 

経
済
学
類
 

13
1 

 
 

 
 

52
4 

学
校
教
育
学
類
 

85
 

 
 

 
 

34
0 

地
域
創
造
学
類
 

83
 

 
 

33
2 

国
際
学
類
 

81
 

 
 

32
4 

計
 

66
8 

 
 

26
72
 

理
工

学
域
 

 
 

数
物
科
学
類
 

78
 

 
 

5 
32
2 

物
質
化
学
類
 

78
 

 
 

4 
32
0 

機
械
工
学
類
 

94
 

 
 

10
 

39
6 

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
工
学
類
 1
03
 

 
 

5 
42
2 

電
子
情
報
通
信
学
類
 

11
6 

 
 

7 
47
8 

地
球
社
会
基
盤
学
類
 

94
 

 
 

7 
39
0 

生
命
理
工
学
類
 

56
 

 
 

2 
22
8 

計
 

61
9 

 
 

40
 

25
56
 

 別
表
第
一
 

  
入
学
定
員
及
び
収
容
定
員
 

学
域
 
学
類
 

入
学
定
員

（
人
）
 

第
2
年
次

編
入
学
定

員
（
人
）
 

第
3
年
次

編
入
学
定

員
 

収
容
定
員

（
人
）
 

融
合

学
域
 

先
導
学
類
 

55
 

 
 

25
 

27
0 

観
光
デ
ザ
イ
ン
学
類
 

20
 

 
 

15
 

11
0 

ス
マ
ー
ト
創
成
科
学
類
 2
0 

 
20
 

12
0 

計
 

95
 

 
 

60
 

50
0 

人
間

社
会

学
域
 

人
文
学
類
 

13
8 

 
 

 
 

55
2 

法
学
類
 

15
0 

 
 

 
60
0 

経
済
学
類
 

13
1 

 
 

 
 

52
4 

学
校
教
育
学
類
 

85
 

 
 

 
 

34
0 

地
域
創
造
学
類
 

83
 

 
 

33
2 

国
際
学
類
 

81
 

 
 

32
4 

計
 

66
8 

 
 

26
72
 

理
工

学
域
 

 
 

数
物
科
学
類
 

78
 

 
 

5 
32
2 

物
質
化
学
類
 

78
 

 
 

4 
32
0 

機
械
工
学
類
 

94
 

 
 

10
 

39
6 

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
工
学
類
 1
03
 

 
 

5 
42
2 

電
子
情
報
通
信
学
類
 

76
 

 
 

7 
31
8 

地
球
社
会
基
盤
学
類
 

94
 

 
 

7 
39
0 

生
命
理
工
学
類
 

56
 

 
 

2 
22
8 

計
 

57
9 

 
 

40
 

23
96
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医
薬

保
健

学
域
 

医
学
類
 

10
0 

5 
62
5 

薬
学
類
 

65
 

39
0 

医
薬
科
学
類
 

18
 

72
 

保
健

学
類
 

看
護
学
専
攻
 
79
 

31
6 

診
療
放
射
線

技
術
学
専
攻
 

40
 

16
0 

検
査
技
術
科

学
専
攻
 

40
 

16
0 

理
学
療
法
学

専
攻
 

15
 

5 
70
 

作
業
療
法
学

専
攻
 

15
 

5 
70
 

小
計
 

18
9 

10
 

77
6 

計
 

37
2 

5 
10
 

18
63
 

合
計
 

18
24
 

5 
11
0 

78
71
 

医
薬

保
健

学
域
 

医
学
類
 

10
0 

5 
62
5 

薬
学
類
 

65
 

39
0 

医
薬
科
学
類
 

18
 

72
 

保
健

学
類
 

看
護
学
専
攻
 
79
 

31
6 

診
療
放
射
線

技
術
学
専
攻
 

40
 

16
0 

検
査
技
術
科

学
専
攻
 

40
 

16
0 

理
学
療
法
学

専
攻
 

15
 

5 
70
 

作
業
療
法
学

専
攻
 

15
 

5 
70
 

小
計
 

18
9 

10
 

77
6 

計
 

37
2 

5 
10
 

18
63
 

合
計
 

17
14
 

5 
11
0 

74
31
 

別
表
第
二
～
第
三
（
略
）
 

別
表
第
二
～
第
三
（
略
）
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学則変更の趣旨を記載した書類 

ア．学則変更（収容定員変更）の内容

【融合学域観光デザイン学類】

 地域の持続可能な観光産業の振興をけん引する人材を養成するため、融合学域観光

デザイン学類の入学定員を 20 名から 55 名に変更し、収容定員を 110 名から 250 名に

変更する。この収容定員変更については、「令和６年度 魅力ある地方大学の実現に資

する地方国立大学の定員増」に「新たな観光価値の創出による地方創生～観光デザイン

人材が活躍する“金沢モデル”～」として申請し、採択を受けたものである。 

【融合学域スマート創成科学類及び理工学域電子情報通信学類】 

 デジタル社会の進展により、全国的に不足する高度情報人材を養成するため、関連す

る学類の収容定員を変更する。具体的には、文理融合でデジタル技術を応用することに

力点を置いた高度情報人材を養成するために、融合学域スマート創成科学類の入学定

員を 20 名 55 名に変更し、収容定員を 120 名から 260 名に変更する。また、主に最先

端の情報工学を専門とする高度情報人材を養成するために、理工学域電子情報通信学

類の入学定員を 76 名から 116 名に変更し、収容定員を 318 名から 478 名に変更する。

この収容定員変更は、「令和５年度 大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の

確保に向けた機能強化に係る支援）」に申請中の計画どおりである。 

イ．学則変更（収容定員変更）の必要性

【融合学域観光デザイン学類】

本学は、地球規模で急速に起こっている社会の変容や価値の共感を的確に踏まえた

上で、我が国の観光産業の諸課題に関し、人文科学・社会科学・自然科学等の多様な知

見を活用しながらその解決に取り組むとともに、Society 5.0 や新たな日常に対応し、多

核連携型の国際観光立国を見据えた新たな観光価値をデザインする人材の養成を目的

に、令和 4 年 4 月に融合学域に観光デザイン学類を設置した。 

 石川県の観光産業は、インバウンドの外国人観光客を中心とする需要増や需要の多

様化、文化観光の振興、北陸新幹線の延伸など、観光産業にとって追い風となる要因に

恵まれている。しかし、既存資源への依存や、経験と勘に頼った経営、旅行者とサービ

ス提供者という単一な関係、混雑などによる被害者（地域住民）と受益者（旅行者）と

いう状態など、持続的に観光産業を振興するためには克服すべき課題は多い。

 そこで、これらの課題に対し、「観光資源」として新たな資源、コンテンツが生まれ、

それが「生業」として事業が継続・発展する。それにより人の動きが変わり、地域経済
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が活性化する。その結果、質・量ともに地方創生へ寄与する「人」が増え、その「人」

が更に新たな観光資源へとつなげていく好循環の構築を目指す。このいわば「新しい観

光」を実現するためには、新しい観光のあるべき姿をバックキャストして考え、それを

担うことができる「観光専門人材」が必要であり、その育成強化が地域から求められて

いる。 

具体的には、既存の観光団体観光団体に所属する 300 社を超える会員企業のうち、

当該人材の定常的な供給を望む企業は 20％程度（年 60 名程度）であった。このほか、

食品産業やサービス業等の団体からも、年 10 名程度の供給が望まれている。これらを

合算すると、年 70 名程度の供給が求められているところではあるが、本学類における

教育の質を担保すると、入学定員の規模は 55 名が適切であるという結論に至った。 

   前述の観光産業にとっての追い風要因が揃う今こそ、地域の観光産業を持続的なも

のとし、これを契機に地域の産業構造の変革を促すことが急務であることから、その観

光専門人材の養成を担う「融合学域観光デザイン学類」の入学定員増を構想したところ

である。なお、本構想は、「令和 6 年度 魅力ある地方大学の実現に資する地方国立大

学の定員増」に申請し、採択を受けており、その必要性が地方創生という視点からも、

必要であるとの評価されている。 

 

 【融合学域スマート創成科学類及び理工学域電子情報通信学類】 

   知識集約型社会への転換等、急速な情報化社会の進展に応じ、我が国がさらに発展す

るためには、個々の高度情報人材を養成する機関の機能を強化し、レベルの高い、高度

- 学則変更の趣旨-2 -



情報人材を育成・輩出していくことが重要である。金沢大学が立地する石川県において

は、幸福度日本一の県を目指し、デジタル技術やオープンデータ、ビッグデータ等を活

用した取組み、デジタル・リスキリングの推進によるデジタルの力を活用し、産業振興

や自治体におけるデジタル化を推進している。「IT 人材需給に関する調査」（経済産業

省委託調査、平成 31 年 3 月）によれば、IT 人材需給に関する主な試算結果では、2030

年には中位予測で 45 万人が不足するとされている。 

 

  出典：「IT 人材需給に関する調査」（経済産業省委託調査事業、平成 31 年 3 月） 

 

このような傾向は石川県でも同様であり、さらに、IT 人材の割合では、全国平均を

大きく下回っている。また、県内の企業においては、デジタル化に取り組んでいる企業

も一定数あるものの、未着手という企業も多い。 
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ウ．学則変更（収容定員変更）に伴う教育課程等の変更内容 

【融合学域観光デザイン学類】 

 （ア）教育課程の変更内容 

観光デザイン学類の設置構想時から、入学定員を 55 名と想定しており、教育課程は、学

類設置申請時から入学定員が 55 名となった場合も対応可能なように教育課程を編成してい

る。そのため、教育課程に大きな変更はない。令和 4 年度には入学定員 15 名での学類発足

となったが、学類創設以来当初計画どおり教育課程を実施している。 

観光デザイン学類の教育課程の特徴は、社会との共創を見据えた文理融合の教育課程を

編成していることである。 

1 年次には本学が定める「学士課程ʬグローバルʭスタンダード」を体現する共通教育科

目を履修した後、主に 2 年次から専門教育科目を履修する。本学類では、多分野の科学を往

還しながら学ぶことにより、修得した知見や手法等を連携・融合させ、国際観光立国を見据

えた新たな観光価値をデザインできる人材の養成を目的としており、1 つの科学分野のみを

深化・追求していくものではない。そのため、主に 2 年次に履修する「基盤科目」において

観光学やデータサイエンス等、観光価値デザインに必要となる基礎的な科目を履修した後、

「学知科目」において 3 つのコアエリアを設定し、その履修を通じて自身が目指す新たな

観光価値について深く探求する。なお、「基盤科目」、「学知科目」には、人文科学・社会科

学・自然科学等の多様な科目を分野の隔てなく配置し、必要な分野を往還しながら学ぶ。さ

らに、こうした学修と並行し、アントレプレナーシップの醸成や、社会との共創に向けた科

目を「実践科目」として配置する。こうした並行学修の成果を基に「鍛練科目」において、

課題解決に向けた手法等を多様な者とのコミュニケーションにより洗練させ、「確立科目」

において実際に社会での展開を企画する体系的な教育課程編成としている。「鍛練科目」に

は、「観光実践留学」「国際インターンシップ」の科目を置き、新しい観光を見据えたグロー

バルな学びの機会を設けている。 

また、社会との共創を見据えた教育を行うため、「観光プロジェクト演習」、「観光ビジネ

ス実践」等の演習科目では、観光資源の豊富な石川・北陸のフィールドを最大限活用した実

践型教育を行う。 

 

（イ）教育方法及び履修指導方法の変更内容 

観光デザイン学類では、学生自身が設定する新たな観光価値のデザインに向けた課題を

設定し、課題の解決に必要な知見や技術等を効果的に修得できるよう、人文科学、社会科学、

自然科学の各分野を往還する仕組みや理論と実践を往還する仕組みを取り入れた、バック

キャスティング手法による履修指導を行っている。学生自身が設定する課題が多種多様で

あることから、これまでの学士課程における履修計画とは異なるオーダーメード型の履修

計画が必要であり、このため、学生各人の課題に応じた “学びの計画書”を作成することに

より、学生、教員が認識を共有し、手厚い履修指導を行い、教育の質を担保する。令和 4 年
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度から学びの計画書を運用しているが、令和 5 年度からは、融合学域独自の Web システム

の導入を計画しており、導入後は、教員、学生の双方の利便性が高まることが見込まれる。 

 

（ウ） 教育組織の変更内容  

完成年度時で、融合学域観光デザイン学類の専任教員は 17 人（教授 9人、准教授 5 人、

助教 3 人）で組織している。定員増に伴い、大学設置基準上、必要となる教員数は 14 名と

増えるが、当初から学生定員 55 名を想定し、教員組織を組織しているため、現時点でも十

分な教員数を確保できており、教育の質を十分に担保できる。 

 

（エ） 大学全体の施設・設備の変更内容  

入学定員を増員するが、当初から学生定員 55 名を想定し、講義室その他の設備を準備し

ていたため、現時点でも十分な講義室その他の設備を確保できている。 

 

【融合学域スマート創成科学類】 

（ア）教育課程の変更内容 

スマート創成科学類の設置構想時から入学定員は 55～80 名を想定しており、教育課程に

ついては、入学定員が 55 名となった場合も対応可能なように編成している。そのため、教

育課程に大きな変更はない。設置時には入学定員 20 名での学類発足となったが、現在、当

初計画どおり教育課程を実施している。 

スマート創成科学類では、社会との共創を見据えた文理融合の教育課程を編成している。 

1 年次には本学が定める「学士課程ʬグローバルʭスタンダード」を体現する共通教育科目

を履修した後、主に 2 年次から専門教育科目を履修する。本学類では、多分野の科学を往還

しながら学ぶことにより、修得した知見や手法等を連携・融合させ、社会変革を起こす未来

の科学を創成できる人材の養成を目的としており、産学官金連携による社会との共創も見

据えた教育課程を編成する。実践科目においては、「アントレプレナー演習」、「産業ＤＸ・

ＰＢＬ演習」などを配置し、低学年からグループ毎に身近な大学生活など足元の課題を見つ

け、その解決に向けた問題設定の構築能力などを地域や社会の課題解決を通じた学びを展

開する。 

学生が広範な科学技術をベースとして、社会課題を意識して自ら設定する未来の科学の

創成を目指し、専門知を基軸としながら、様々な知を組み合わせるとともに、自由な発想で

バックキャスティングにより学ぶことのできる教育課程を編成している。これらにより、学

生一人ひとりが多様で広範な技術を端緒にどの業界においても産業ＤＸを志向し、スマー

トシティの構築を担うことができる。 

（イ）教育方法及び履修指導方法の変更内容 

スマート創成科学類は、人文科学、社会科学、自然科学の各分野を往還しながら、学生自

身が志向する持続可能なスマートシティを見据えた社会課題の設定と自身の将来像を見据
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えた履修を行うものではあるが、本学類においては設定した課題に応じてバックキャステ

ィング学修等を取り入れ、さらに他学類における開講科目の履修も加えた全学体制による

指導を行うこととしており、その履修科目は学生個人によって異なるものと考えている。履

修にあたっては学生個人の趣味嗜好によらず、その課題解決に向けて真に必要となる科目

を学生と教員とが協働して選定するオーダーメードの履修指導を行うことにより、学びの

核を形成する。学生と教員等との協働の場として、毎年次ガイダンスを置き、その中で学生

の出口志向等を見据えたオーダーメード型の「学びの計画書」を作成する。この学びの計画

書については、令和 5 年度からは新たなシステムを使用する。融合学域独自の Web システ

ムの導入を計画しており、導入後は、教員、学生の双方の利便性が高まることが見込まれる。 

 

（ウ） 教育組織の変更内容  

融合学域スマート創成科学類の専任教員は 21 人（教授 11 人、准教授 4 人、講師 4 人、

助教 2 人）で組織している。定員増に伴い、大学設置基準上、必要となる教員数は 14 名と

なるが、当初から学生定員 55～80 名を想定していた教員組織としていたため、現時点でも

十分な教員数を確保できており、教育の質を十分に担保できる。 

 

（エ） 大学全体の施設・設備の変更内容  

入学定員を増員するが、当初から学生定員 55～80 名を想定し、講義室その他の設備を

準備していたため、現時点でも十分な講義室その他の設備を確保できている。また、社

会情勢や状況に応じて、学習環境の整備を検討する。 

 

【理工学域電子情報通信学類】 

（ア）教育課程の変更内容 

収容定員変更後も、現在実施している人工知能・ビッグデータ、IoT、セキュリティ・

情報通信ネットワークをカリキュラムツリーの基幹とする専門教育科目の教育課程に変

更はないため、同等以上の内容を担保することができる。全学共通科目や理工学域での共

通科目については、一クラス当たりの学生数を増やすなどの対応を行う。 

 

（イ）教育方法及び履修指導方法の変更内容 

「令和５年度 大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強

化に係る支援）」等により、完成年度までに 11 人の専任教員を増員する計画としている。

教育方法及び履修指導方法については、社会のニーズ等を踏まえ、ブラッシュアップを

行いながら、質を担保できると考えている。 

 

（ウ） 教育組織の変更内容  

入学定員を増員することに伴い、日本人招聘教授、外国人招聘教員、クロアポ教員を

- 学則変更の趣旨-7 -



含め、完成年度までに 11 名の教員を新たに配置し、41人（教授 19人、准教授 20 人、

講師 1人、助教 1人）とする予定である。設置基準が求める教員数は大幅に上回っている

ことから、問題ないと考える。 

 

（エ） 大学全体の施設・設備の変更内容  

学年進行により学生が増加することになるが、講義室等は十分にあり問題はない。ま

た、オンライン講義の活用等も行い、教育・研究の質は十分に担保できる。また、社会

情勢や状況に応じて、学習環境の整備を検討する。 
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１．融合学域観光デザイン学類 

(1)学⽣の確保の⾒通し及び申請者としての取組状況
ア 設置⼜は定員を変更する学科等を設置する⼤学等の現状把握・分析
⾦沢⼤学では、令和３年 4 ⽉に広範な分野にわたる教養と⽂理融合の知⾒を醸成し、課

題発⾒・解決の知を展開することで、地域と世界に貢献することを理念とし、知識集約型社
会で中核的リーダーシップを発揮できるイノベーション⼈材を養成するため、融合学域を
設置し、最初の学類として先導学類、令和 4 年 4 ⽉に観光デザイン学類、令和 5 年 4 ⽉に
スマート創成科学類を設置した。各学類を設置するにあたり、学内資源の再配分により、学
⽣⼊学定員を拠出し、観光デザイン学類については、令和 4 年 4 ⽉に⼈間社会学域の学⽣
定員 15 名を拠出し、続いて、令和 5 年 4 ⽉に更に⼈間社会学域から 5 名を拠出し、観光デ
ザイン学類の⼊学定員を 20 名としている。しかし、観光デザイン学類については、持続可
能な観光振興をけん引する⼈材の育成について更なるニーズがあることと承知している。
融合学域が⾏うバックキャスト型の履修やそのための履修指導、各種プロジェクトの準備
等、教育の質の⾯から⼊学定員を 55 名とするのが適切であると考えている。

イ 地域・社会的動向等の現状把握・分析
平成 29 年 3 ⽉に閣議決定された観光⽴国推進基本計画により、我が国で観光産業の推進

に取り組んだ結果、インバウンドは急激に拡⼤し、世界の中でも存在感のある⽴場となって
きているところである。この背景を踏まえ、本学は⼈間社会学域地域創造学類に「観光学・
⽂化継承コース」を平成 30 年度に設置し、観光やその他の⼈的交流を通じて観光計画や地
域活性化への提⾔として実現させる、地域づくりのリーダーとなる⼈材の養成を⾏ってき
た。また、Society 5.0 に代表される現代社会における数理・データサイエンスや AI 等の最
先端のテクノロジー等の活⽤についても、コロナ禍を契機に、観光に関する産業等において
もその活⽤・応⽤が期待されている。また、⽯川県においても、現在検討が進んでいる⽯川
県の成⻑戦略の中で、選ばれ続ける観光地としてのブランド⼒を強化するため、観光の担い
⼿の育成やビッグデータを活⽤した戦略的な観光施策の⽴案・実施・効果検証などについて
議論が進められている。このような新しい観光に対する社会的ニーズは⾼いが、そのための
⼈材が⾜りていないため、観光デザイン学類の収容定員増を検討し、「令和６年度 魅⼒あ
る地⽅⼤学の実現に資する地⽅国⽴⼤学の定員増」の申請し、採択を受けた。

ウ 新設学科等の趣旨⽬的、教育内容、定員設定等
①⼈材養成の⽬的

融合学域及び観光デザイン学類の⼈材養成の⽬的は、次のとおりである。
【融合学域】
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広範な分野にわたる教養と⽂理融合の知⾒を醸成し、課題発⾒・解決の知を展開する
ことで、地域と世界に貢献することを理念とし、知識集約型社会で中核的リーダーシッ
プを発揮できるイノベーション⼈材を養成することを⽬的とする。 
【観光デザイン学類】 

地球規模で急速に起こっている社会の変容や価値の共感を的確に踏まえた上で、我
が国の観光産業の諸課題に関し、⼈⽂科学・社会科学・⾃然科学等の多様な知⾒を活⽤
しながらその解決に取り組むとともに、Society 5.0 や新たな⽇常に対応し、多核連携型
の国際観光⽴国を⾒据えた新たな観光価値をデザインする⼈材の養成を⽬的とする。 

 
 ②教育内容 

 この⼈材養成の理念の下、本学類においては、“新たな「知」の創出”に向けた「多分野
に渡る学びと、その連携・融合」を基軸に、新たな観光価値をデザインできる⼈材を養成
するため、以下のとおりディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッショ
ン・ポリシーを設定する。 

 
≪ディプロマ・ポリシー≫ 
  観光価値をデザインするために必要となる多様な知⾒を⾝に付けた上で、その知

⾒を活⽤した思考⼒・発想⼒・実践⼒を獲得する。その成果として、本学類が掲げる
⼈材養成⽬標及び⾦沢⼤学〈グローバル〉スタンダード（KUGS）を踏まえ、以下に
掲げる学修成果を達成した者に、学⼠（学術）の学位を授与する。 

・観光価値をデザインするための多⾯的な最新の知⾒を学び、それを理解する⼒ 
・未来課題を理解し、ヒト・モノ・コトに関する多様な情報を収集・分析する⼒ 
・総合知を背景に課題解決や社会展開に向けて論理的に考える⼒ 
・語学や異⽂化に関する知⾒を有し、⾃⼰の使命を果たすべく、国際社会で積極的に発

信する⼒ 
・価値創出等に⾼い意欲を持ち、主体的・積極的に挑戦していく姿勢や発想、⾏動する

⼒ 
 
≪カリキュラム・ポリシー≫ 
 卒業時に学位授与⽅針（ディプロマ・ポリシー）に掲げる能⼒を修得できるよう、課
題発⾒・解決・展開モデル型の階層化した教育課程を編成する。 
 専⾨教育科⽬には以下の科⽬群を設ける。 
・ヒト・モノ・コトに関する基礎的・応⽤的な知⾒を多様な情報の収集・分析から修得

するために「学域ＧＳ科⽬」を設け、総合知に資する多様な専⾨スキルを学修する科
⽬を配置する。 

・⾃⼰の使命を果たすべく国際社会で積極的に発信する⼒を修得するために「学域ＧＳ
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⾔語科⽬」を設け、到達⽬標を定めて学修するＥＭＩ(English-Medium Instruction）
科⽬を配置する。 

・アントレプレナーシップを醸成し、社会展開に向けた発想⼒や実践⼒を獲得するため
に「実践科⽬」を設け、演習等を中⼼とした科⽬を配置する。 

・知の⾶躍に向けて必要となる観光学の根幹と、未来課題に係る多⾯的な最新知⾒を修
得するために「基盤科⽬」を設け、科⽬を配置する。 

・未来課題の解決に資する知⾒を獲得するために「学知科⽬」を設け、さらに３つのコ
アエリアに区分し、多様な分野の科⽬を配置する。 

・国際社会における最新の知⾒や他者との共創による新たな知⾒の獲得のために「鍛練
科⽬」を設け、海外留学や国際インターンシップ、プロジェクト開発を⾏う演習等を
中⼼とした科⽬を配置する。 

・修得した多分野に渡る知⾒を基に課題発⾒・解決や事業創造を含めた社会展開を主体
的・計画的に⾏うために「確⽴科⽬」を設け、⼿法や理論を体系的にまとめる科⽬を
配置する。 

 
≪アドミッション・ポリシー≫ 
 あらゆる意味で社会が変容し、従来の知識、制度、⽅法等が国⼒の維持や強化に耐え
られなくなりつつある。 
 多様な脅威にさらされるこれからの社会では、⼈⽂・社会・⾃然等の科学分野を往還
し、融合的な学知と他者との共創を通じて、社会の各界で『未踏のイノベーションの創
成をリードする中核的リーダー』となる⼈材が不可⽋である。 
 そこで、各学類の⽬的を⾒据え、卒業時に学位授与⽅針（ディプロマ・ポリシー）に
掲げる能⼒を修得できる資質を有し、次のような意欲ある⼊学者を求める。 
・様々な分野の知識を学び、それらを統合して課題発⾒・解決を率先したい⼈ 
・多様な制度・慣習等に知的関⼼を有し、より良い未来社会づくりに貢献したい⼈ 
・最先端の学知を連携・融合し、観光に資する新たな価値創出に挑戦したい⼈ 

 
 ③増員する収容定員の設定 
  融合学域観光デザイン学類の⼊学定員を 20 名から 55 名に変更する。 

既存の観光団体（⽯川県旅⾏業協会や⽯川県旅館ホテル⽣活衛⽣同業組合等）にヒアリ
ング調査を⾏ったところ、アフターコロナを⾒据えた事業規模の拡⼤に向け、新たな視点
から観光を⽴案できる者の定常的な供給を望んでいる企業が多々存在することが確認さ
れた。これらの観光団体に所属する 300 社を超える会員企業のうち、当該⼈材の定常的
な供給を望む企業は 20％程度（年 60 名程度）であった。このほか、⾷品産業やサービス
業等の団体からも、年 10 名程度の供給が望まれている。 

これらを合算すると、年 70 名程度の供給が求められているところではあるが、全学的
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な教育資源の再配分を⾏うことにより、本学類における教育の質を担保すると、⼊学定員
の規模は 55 名が適切であるという結論に⾄った。このうち、既に 20 名を観光デザイン
学類の⼊学定員として設けていることから、35 名分を増員するべく、「令和 6 年度 魅⼒
ある地⽅⼤学の実現に資する地⽅国⽴⼤学の定員増」に申請し、35 名の増員が認められ
たところである。 

 
 ④学⽣納付⾦の額と設定根拠 

学⽣納付⾦については、国⽴⼤学等の授業料その他の費⽤に関する省令（平成 16 年 3
⽉ 31 ⽇⽂部科学省令第 16 号）に基づき、同省令に掲げる授業料、⼊学料及び検定料の
額を標準とし、本学において設定する。 

 
 

エ 学⽣確保の⾒通し 
A 学⽣確保の⾒通し 

 観光デザイン学類のこれまでの⼊学試験の状況は表１−１のとおりである。 
 表１−１：観光デザイン学類の⼊学試験状況 

年度 ⼊学定員(A) 志願者数(B) 志願倍率(B/A) 受験者数 ⼊学者数(C) 定員充⾜率(C/A) 

令和 4 年度 15 49 3.26 43 18 1.20 

令和 5 年度 20 47 2.35 44 23 1.15 

  ※「⽂系⼀括⼊試」及び「理系⼀括⼊試」の数も按分して算出している 
 これまで、⼊学定員が 15 名⼜は 20 名と少数であったが、⾼い志願倍率を誇っている。 
 また、北陸地区を中⼼とする⾼等学校 29 校の⾼等学校３年次の⽣徒に対し、資料１のと
おり「「観光デザイン学類」の⼊学定員が増えた場合、進学したいと思いますか？」という、
アンケート調査を⾏い、3,644 名の回答を得た。その結果、表１−２のとおり、是⾮進学し
たいと回答した⽣徒が 202 名、進学したいと回答した⽣徒が 212 名の回答を得ており、合
計すると 414 名となる。この結果からも、55 名の⼊学定員に対し、競争性を担保した上で、
定員充⾜できると考えている。 
 表１−２：⾼校⽣に対して実施したアンケートの結果（令和５年 4〜５⽉実施） 
    「観光デザイン学類」の⼊学定員が増えた場合、進学したいと思いますか？     単位：名 

⾼校での 
クラス ぜひ進学したい 進学したい どちらかと⾔えば

進学を考えたい 
進学を 

考えることはない 計 

⽂系 105  134  407  1,057  1,703  

理系 96  74  342  1,405  1,917  

その他 1  4  4  15  24  

計 202  212  753  2,477  3,644  
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をベースとした同じ国⽴⼤学である和歌⼭⼤学観光学部の状況（前期⽇程⼊試）は表１−４
のとおりである。令和 5 年度に受験者が増えており、観光学に興味のある学⽣が⼀定数存
在していることがわかる。 
 表１−4：和歌⼭⼤学観光学部の⼊学試験状況 

年度 ⼊学定員(A) 志願者数(B) 志願倍率(B/A) 受験者数 ⼊学者数(C) 定員充⾜率(C/A) 

令和 3 年度 63 129 2.05 108 64 1.02 

令和 4 年度 65 135 2.08 111 62 0.99 

令和 5 年度 60 166 2.77 138 67 1.02 

 
E．既設学部等の学⽣確保の状況 

 本学では、令和 3 年度⼊学試験から、後期⽇程試験を廃⽌し、前期⽇程試験に⼀本化し
た。令和 3 年度以降の学⼠課程の⼊学試験の状況は、表１−５のとおりである。どの学域に
おいても約 2 倍の志願倍率を確保できており、定員を充⾜すると考えられる。 

表１−５：本学の⼊試状況 
 令和 3 年度 

年度 ⼊学定員(A) 志願者数(B) 志願倍率(B/A) 受験者数 ⼊学者数(C) 定員充⾜率(C/A) 

融合学域 49  146  2.98  135  55  1.12  

⼈間社会学域 623  1,185 1.90 1,117 637  1.02  

理⼯学域 531  1,042  1.96 999 540  1.02  

医薬保健学域 377  1,051  2.79  906  386  1.02  

⼀括⼊試 146  692  4.74  593  146  1.00  

計 1,726  4,116  2.38 3,750  1,764  1.02  

  令和 4 年度 
年度 ⼊学定員(A) 志願者数(B) 志願倍率(B/A) 受験者数 ⼊学者数(C) 定員充⾜率(C/A) 

融合学域 62  176  2.84  158  67  1.08  

⼈間社会学域 608  1,315  2.16  1,240  622  1.02  

理⼯学域 531  1,109  2.09  1,063  551  1.04  

医薬保健学域 377  1,107  2.94  995  381  1.01  

⼀括⼊試 148  426  2.88  362  148  1.00  

計 1,726  4, 133  2.39  3,818  1,769  1.02  
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令和 5 年度 
年度 ⼊学定員(A) 志願者数(B) 志願倍率(B/A) 受験者数 ⼊学者数(C) 定員充⾜率(C/A) 

融合学域 85  137  1.61  132  89  1.05  

⼈間社会学域 603  1,137  1.89  1,067  621  1.03  

理⼯学域 511  956  1.87  927  529  1.04  

医薬保健学域 377  1,004  2.66  868  388  1.03  

⼀括⼊試 150  801  5.34  700  150  1.00  

計 1,726  4,035  2.34  3,694  1,777  1.03  

 
 
(2) ⼈材需要の動向等社会の要請 

ア ⼈材の養成に関する⽬的その他の教育研究上の⽬的 
 平成 29 年 3 ⽉に閣議決定された観光⽴国推進基本計画により、我が国で観光産業の推進
に取り組んだ結果、インバウンドは急激に拡⼤し、世界の中でも存在感のある⽴場となって
きているところである。この背景を踏まえ、本学は⼈間社会学域地域創造学類に「観光学・
⽂化継承コース」を平成 30 年度に設置し、観光やその他の⼈的交流を通じて観光計画や地
域活性化への提⾔として実現させる、地域づくりのリーダーとなる⼈材の養成を⾏ってき
た。 

また、Society 5.0 に代表される現代社会における数理・データサイエンスや AI 等の最先
端のテクノロジー等の活⽤についても、コロナ禍を契機に、観光に関する産業等においても
その活⽤・応⽤が期待されている。 

このような状況の中、「経済財政運営と改⾰の基本⽅針 2020」（令和 2 年 7 ⽉ 閣議決定）
では、観光⽴国を推進するという基本的な⽅向性は維持しつつ、「我々は、時代の⼤きな転
換点に直⾯しており、この数年で思い切った変⾰が実⾏できるかどうかが、⽇本の未来を左
右する」とし、経済、社会、国際政治のあらゆる⾯において、社会的な転換期を迎えている
と提起している。 

また、⽯川県が令和 2 年 3 ⽉に策定した「第２期いしかわ創⽣総合戦略」、⾦沢市が令和
3 年 3 ⽉に策定した「⾦沢市持続可能な観光振興推進計画 2021」、北陸経済連合会の「北陸
近未来ビジョン〜2030 年代中頃の北陸のありたい姿〜」において、さらに、このほか⽯川
県経営者協会や⽯川県商⼯会連合会、⽯川県観光連盟等の業界団体からも、新しい視点で観
光ビジネスを⽣み出す⼈材の養成が求められている。 

こうした状況を踏まえ、観光先進国の実現に向け、⼤学を核としながら、⾃治体や企業、
各種団体等の連携により、多様な知を融合し、観光を再定義した上で、その価値をデザイン
できる⼈材、さらに、それをニューノーマル時代の新たな基幹産業へと発展させていく⼈材
の育成が急務である。 
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そこで本学は、新たな観光⼈材の養成に向け、既存の⼈間社会学域地域創造学類「観光学・
⽂化継承コース」における教育を基に、⾃然科学等の多様な知⾒を活⽤した⽂理融合教育を
⾏うため、融合学域に、令和４年 4 ⽉に「観光デザイン学類」を設置した。 

本学類においては、地球規模で急速に起こっている社会の変容や価値の共感を的確に踏
まえた上で、我が国の観光産業の諸課題に関し、⼈⽂科学・社会科学・⾃然科学等の多様な
知⾒を活⽤しながらその解決に取り組むとともに、Society 5.0 や新たな⽇常に対応し、多核
連携型の国際観光⽴国を⾒据えた新たな観光価値をデザインできる⼈材の養成を⽬的とし
ている。 

このような⼈材は地域からも供給を求められている⼈材であり、この度、「令和 6 年度 魅
⼒ある地⽅⼤学の実現に資する地⽅国⽴⼤学の定員増」の申請を⾏い、採択に⾄った。 
 

イ 上記アが社会的、地域的な⼈材需要の動向等を踏まえたものであることの客観的
な根拠 

地域的な⼈材需要の動向を把握するため、「⾦沢⼤学融合学域『観光デザイン学類（仮
称）』設置構想アンケート」を以下のとおり実施した。 

 
    ○「⾦沢⼤学融合学域『観光デザイン学類（仮称）』設置構想アンケート」 

（【資料 2】参照） 
調査⽅法：郵送調査 
調査期間：2021 年 2 ⽉〜2021 年 2 ⽉ 
調査対象：求⼈・求職において本学と関連のある企業等 143 社 

 
その結果、図１−１のとおり、本学類の卒業者に対して「ぜひ採⽤を考えたい」⼜は

「採⽤を考えたい」と回答した企業は、回答のあった 143 社のうち 80％以上の 118 社
に昇っていることからも、⾼い需要が⾒込まれており、本学類における教育が社会的な
⼈材需要の動向を⼗分に踏まえたものであると判断する。 

 
図１−１ “本学類の卒業者を正規雇⽤で採⽤（選考）していただけますか”に対する回答 
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２．融合学域スマート創成科学類 

(1)学⽣の確保の⾒通し及び申請者としての取組状況 
ア 設置⼜は定員を変更する学科等を設置する⼤学等の現状把握・分析 

 ⾦沢⼤学は、平成 16 年に本学の活動が 21 世紀の時代を切り拓き、世界の平和と⼈類の
持続的な発展に資するとの認識に⽴ち、「地域と世界に開かれた教育重視の研究⼤学」の位
置付けをもって改⾰に取り組むこととし、その拠って⽴つ理念と⽬標を⾦沢⼤学憲章とし
て制定した。また、平成 20 年 4 ⽉には、これまでの学問領域の枠組みを越えた、幅広い知
識と、それを活⽤する問題解決型能⼒の涵養の実現のため、8 学部 25 学科であった学⼠課
程を３学域 16 学類に改組し、学域学類制をスタートさせた。その後も、社会のニーズに寄
り添い、教育組織再編を⾏い、平成 30 年度には、理⼯学域を 6 学類から 7 学類に改組し、
⼈間社会学域を含め、全学的な⼊学定員再編を⾏った。 
 また、令和３年 4 ⽉に広範な分野にわたる教養と⽂理融合の知⾒を醸成し、課題発⾒・解
決の知を展開することで、地域と世界に貢献することを理念とし、知識集約型社会で中核的
リーダーシップを発揮できるイノベーション⼈材を養成するため、第 4 の学域である融合
学域を設置し、最初の学類として先導学類、令和 4 年 4 ⽉に観光デザイン学類、令和 5 年 4
⽉にスマート創成科学類を設置した。各学類を設置するにあたり、学内資源を再配分により、
学⽣⼊学定員を拠出し、スマート創成科学類については、令和 5 年 4 ⽉に、理⼯学域の学
⽣定員 20 名を拠出して、⼊学定員を 20 名として設置した。 
 全国的な急激な⾼度情報専⾨⼈材のニーズの⾼まりに対応するため、融合学域スマート
創成科学類の収容定員を変更する構想を計画した。 
 

イ 地域・社会的動向等の現状把握・分析 
 知識集約型社会への転換等、急速な情報化社会の進展に応じ、我が国がさらに発展するた
めには、個々の⾼度情報専⾨⼈材を養成する機関の機能を強化し、効果的に、よりレベルの
⾼い、多くの⾼度情報専⾨⼈材を育成・輩出していくことが重要である。「IT ⼈材需給に関
する調査」（平成 31 年 3 ⽉ 経済産業省委託調査事業、みずほ情報総研株式会社）によれ
ば、IT ⼈材需給に関する主な試算結果では、図２−１のとおり、2030 年には、16〜79 万
⼈の⾼度情報専⾨⼈材が不⾜すると試算されている。 
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するため、仮想と現実の⾼度な融合を活⽤して持続可能なスマートシティを⾒据えた未来
の科学を創成する⼈材を養成する融合学域スマート創成科学類の収容定員を変更する。 

なお、融合学域スマート創成科学類の収容定員変更については、「令和５年度 ⼤学・⾼専
機能強化⽀援事業（⾼度情報専⾨⼈材の確保に向けた機能強化に係る⽀援）」に申請中の計
画どおり増員を⾏う。学⼠課程の収容定員変更は、⼤学院博⼠後期課程までつながる⾼度情
報専⾨⼈材の育成機能を強化するための第⼀段階である。 
 
 

ウ 新設学科等の趣旨⽬的、教育内容、定員設定等 
①⼈材養成の⽬的 
 融合学域スマート創成科学類の⼈材養成の⽬的は、次のとおりである。 

【融合学域】 
広範な分野にわたる教養と⽂理融合の知⾒を醸成し、課題発⾒・解決の知を展開する

ことで、地域と世界に貢献することを理念とし、知識集約型社会で中核的リーダーシッ
プを発揮できるイノベーション⼈材を養成することを⽬的とする。 
【スマート創成科学類】 

地球規模で急速に起こっている社会の変容や技術の⾶躍を的確に踏まえた上で、表
出する多様な未来の諸課題に関し、⼈⽂科学・社会科学・⾃然科学等の多様な知⾒を活
⽤しながらその解決に取り組むとともに、仮想と現実の⾼度な融合を活⽤して持続可
能なスマートシティを⾒据えた未来の科学を創成する⼈材の養成を⽬的とする。 

 
 ②教育内容 

 ①の⼈材養成の理念の下、以下のとおりディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシ
ー、アドミッション・ポリシーを設定している。 

≪ディプロマ・ポリシー≫ 
 未来の科学を創成するために必要となる多様な知⾒を⾝に付けた上で、その知⾒を
活⽤した思考⼒・発想⼒・実践⼒を獲得する。 
 その成果として、本学類が掲げる⼈材養成⽬標及び⾦沢⼤学〈グローバル〉スタンダ
ード（KUGS）を踏まえ、以下に掲げる学修成果を達成した者に、学⼠（学術）の学位
を授与する。   
・未来の科学を創成するための多⾯的な最新の知⾒を学び、それを理解する⼒ 
・未来課題を理解し、ヒト・モノ・コトに関する多様な情報を収集・分析する⼒ 
・総合知を背景に課題解決や社会展開に向けて論理的に考える⼒ 
・語学や異⽂化に関する知⾒を有し、⾃⼰の使命を果たすべく、国際社会で積極的に発

信する⼒ 
・スマート創成等に⾼い意欲を持ち、主体的・積極的に挑戦していく姿勢や発想、⾏動
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する⼒ 
 
≪カリキュラム・ポリシー≫ 
 卒業時に学位授与⽅針（ディプロマ・ポリシー）に掲げる能⼒を修得できるよう、課
題発⾒・解決・展開モデル型の階層化した教育課程を編成する。専⾨教育科⽬には以下
の科⽬群を設ける。 
・ヒト・モノ・コトに関する基礎的・応⽤的な知⾒を多様な情報の収集・分析から修得

するために「学域ＧＳ科⽬」を設け、総合知に資する多様な専⾨スキルを学修する科
⽬を配置する。 

・⾃⼰の使命を果たすべく国際社会で積極的に発信する⼒を修得するために「学域ＧＳ
⾔語科⽬」を設け、到達⽬標を定めて学修するＥＭＩ(English-Medium Instruction）
科⽬を配置する。 

・アントレプレナーシップを醸成し、社会展開に向けたスキルや発想⼒を獲得するため
に「実践科⽬」を設け、演習等を中⼼とした科⽬を配置する。 

・知の⾶躍に向けて必要となる科学技術の根幹と、未来課題に係る多⾯的な最新知⾒を
修得するために「基盤科⽬」を設け、科⽬を配置する。 

・未来課題の解決に資する知⾒を獲得するために「学知科⽬」を設け、さらに３つのコ
アエリアに区分し、多様な分野の科⽬を配置する。 

・国際社会における最新の知⾒や他者との共創による新たな知⾒の獲得のために「鍛練
科⽬」を設け、海外留学や国際インターンシップ、プロジェクト開発を⾏う演習等を
中⼼とした科⽬を配置する。 

・修得した多分野に渡る知⾒を基に課題発⾒・解決や事業創造を含めた社会展開を主体
的・計画的に⾏うために「確⽴科⽬」を設け、⼿法や理論を体系的にまとめる科⽬を
配置する。 

 
≪アドミッション・ポリシー≫ 
 あらゆる意味で社会が変容し、従来の知識、制度、⽅法等が国⼒の維持や強化に耐え
られなくなりつつある。 
 多様な脅威にさらされるこれからの社会では、⼈⽂・社会・⾃然等の科学分野を往還
し、融合的な学知と他者との共創を通じて、社会の各界で『未踏のイノベーションの創
成をリードする中核的リーダー』となる⼈材が不可⽋である。 
 そこで、各学類の⽬的を⾒据え、卒業時に学位授与⽅針（ディプロマ・ポリシー）に
掲げる能⼒を修得できる資質を有し、次のような意欲ある⼊学者を求める。 
・様々な分野の知識を学び、それらを統合して課題発⾒・解決を率先したい⼈ 
・多様な制度・慣習等に知的関⼼を有し、より良い未来社会づくりに貢献したい⼈ 
・最先端の学知を連携・融合し、未来に資する新たな科学創成に挑戦したい⼈ 
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 ③増員する収容定員の設定 

 「令和５年度 ⼤学・⾼専機能強化⽀援事業（⾼度情報専⾨⼈材の確保に向けた機能強
化に係る⽀援）」に申請中の計画どおり、融合学域スマート創成科学類の⼊学定員を 20 名
から 55 名に変更する。 

スマート創成科学類設置時に、既存の経済団体や業界団体（⽯川県鉄⼯機電協会、⽯川
県情報システム⼯業会等）にヒアリング調査を⾏ったところ、AI、5G、xR、DX、Society 
5.0 等、IoT リテラシーのある⼈材の育成と地域への⼈材定着が必要で、製造業における
DX、IoT ⼈材若⼿⼈材の地元定着を望む企業が多々存在することが確認された。これら
の業界団体に所属する 900 社を超える会員企業のうち、当該⼈材の定常的な供給を望む
企業は 25％程度である。これを基に⼈材数を算出すると、年 275 名程度の供給が求めら
れているところではあるが、全学的な教育資源の再配分を⾏うことにより、本学類におけ
る教育の質を担保すると、⼊学定員の規模は 55 名が適切であるという結論に⾄った。 

 
 ④学⽣納付⾦の額と設定根拠 

学⽣納付⾦については、国⽴⼤学等の授業料その他の費⽤に関する省令（平成 16 年 3
⽉ 31 ⽇⽂部科学省令第 16 号）に基づき、同省令に掲げる授業料、⼊学料及び検定料の
額を標準とし、本学において設定する。 

 
 

エ 学⽣確保の⾒通し 
A 学⽣確保の⾒通し 
スマート創成科学類の令和 5 年度の⼊学試験の状況は表２−１のとおりである。 

 表２−１：スマート創成科学類の⼊学試験状況 
年度 ⼊学定員(A) 志願者数(B) 志願倍率(B/A) 受験者数 ⼊学者数(C) 定員充⾜率(C/A) 

令和 5 年度 20 48 2.40 45 21 1.05 
  ※「⽂系⼀括⼊試」及び「理系⼀括⼊試」の数も按分して算出している。 
 令和 5 年度⼊試は，優秀な学⽣を選抜するに⾜る⼗分な志願倍率であった。 
 また、北陸地区を中⼼とする⾼等学校 29 校の⾼等学校３年次の⽣徒に対し、資料３のと
おり「「スマート創成科学類」の⼊学定員が増えた場合、進学したいと思いますか？」とい
う、アンケート調査を⾏い、3,644 名の回答を得た。その結果、表２−２のとおり、ぜひ進
学したいと回答した⽣徒が 181 名、進学したいと回答した⽣徒が 176 名の回答を得ており、
合計すると 357 名となる。この結果からも、55 名の⼊学定員に対し、競争性を担保した上
で、定員充⾜できると考えている。 
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表２−２：⾼校⽣に対して実施したアンケートの結果（令和５年 4〜５⽉実施） 
    「スマート創成科学類」の⼊学定員が増えた場合、進学したいと思いますか？    単位：名 

⾼校での 
クラス ぜひ進学したい 進学したい どちらかと⾔えば

進学を考えたい 
進学を 

考えることはない 計 

⽂系 77  83  283  1,260  1,703  

理系 104  91  354  1,368  1,917  

その他  0 2  5  17  24  

計 181  176  642  2,645  3,644  

 
B 新設学部等の分野の動向 

 近隣⼤学において情報系、⼯学系の学部学科を持つ⼤学は表２−３のとおりである。スマ
ート創成科学類のように⽂理融合で⾼度情報専⾨⼈材を養成する学部・学科はない。 
 
表２−３：⽯川県内において⼯学⼜は情報系学問を扱う学部・学科 

 
※1…⼼理科学科の定員を含む 

 
C 中⻑期的な 18 歳⼈⼝の全国的、地域的動向等 

 ⽯川県は、⾼等教育機関の集積が⾼く、⼈⼝あたりの⾼等教育機関の数は、全国１位であ
る。また、リクルート進学総研マーケットリポート 2022 によると、⾃県内の⼤学・短期⼤
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学⼊学者に対する⾃県内の⾼校出⾝者の割合は、全国的に横ばい傾向だが、⽯川県では、
年々増加傾向にあり、近年は全国平均を上回るという結果が出ている。 
 しかし、本学における⼊学者及び志願者に占める⽯川県内出⾝者の割合は、令和 3 年度
からの３か年平均で、26％及び 22％となっており、他県からの⼊学者は多い。⽯川県内の
進学需要の⾼まりや、本学には全国的な進学需要もあることから、定員充⾜に問題はないと
考える。 
 

D. 競合校の状況 
 ⽴地する地域での、情報系⼜は⼯学系の学部は次のとおりであるが、近隣の富⼭⼤学、福
井⼤学の志願状況は表２−４のとおりである。 
表２−４：競合校の⼊試状況（前期⽇程） 

  年度 募集⼈数(A) 志願者数(B) 志願倍率(B/A) 受験者数 合格者数 ⼊学者数(C) 充⾜率(C/A) 

富⼭⼤学 

⼯学部⼯学科 

電気電⼦⼯学

コース 

R3 65 342 5.26 329 75 66 1.02 

R4 70 112 1.60 109 85 79 1.13 

R5 70 186 2.66 177 88 79 1.13 

富⼭⼤学 

⼯学部⼯学科 

知能情報⼯学

コース 

R3 58 220 3.79 210 67 64 1.10 

R4 75 185 2.47 176 87 79 1.05 

R5 66 215 3.26 203 76 70 1.06 

福井⼤学 

⼯学部 

電気電⼦情報

⼯学科 

R3 68 201 2.96 187 76 66 0.97 

R4 68 163 2.40 158 76 67 0.99 

R5 68 93 1.37 88 73 70 1.03 

 
E．既設学部等の学⽣確保の状況 

 本学では、令和 3 年度⼊学試験から、後期⽇程試験を廃⽌し、前期⽇程試験に⼀本化し
た。令和 3 年度以降の学⼠課程の⼊学試験の状況は、表２−５のとおりである。どの学域に
おいても約 2 倍の志願倍率を確保できており、定員を充⾜すると考えられる。 

表２−５：本学の⼊試状況 
 令和 3 年度 

年度 ⼊学定員(A) 志願者数(B) 志願倍率(B/A) 受験者数 ⼊学者数(C) 定員充⾜率(C/A) 

融合学域 49  146  2.98  135  55  1.12  

⼈間社会学域 623  1,185 1.90 1,117 637  1.02  

理⼯学域 531  1,042  1.96 999 540  1.02  

医薬保健学域 377  1,051  2.79  906  386  1.02  
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⼀括⼊試 146  692  4.74  593  146  1.00  

計 1,726  4,116  2.38 3,750  1,764  1.02  

   

令和 4 年度 
年度 ⼊学定員(A) 志願者数(B) 志願倍率(B/A) 受験者数 ⼊学者数(C) 定員充⾜率(C/A) 

融合学域 62  176  2.84  158  67  1.08  

⼈間社会学域 608  1,315  2.16  1,240  622  1.02  

理⼯学域 531  1,109  2.09  1,063  551  1.04  

医薬保健学域 377  1,107  2.94  995  381  1.01  

⼀括⼊試 148  426  2.88  362  148  1.00  

計 1,726  4, 133  2.39  3,818  1,769  1.02  

   

令和 5 年度 
年度 ⼊学定員(A) 志願者数(B) 志願倍率(B/A) 受験者数 ⼊学者数(C) 定員充⾜率(C/A) 

融合学域 85  137  1.61  132  89  1.05  

⼈間社会学域 603  1,137  1.89  1,067  621  1.03  

理⼯学域 511  956  1.87  927  529  1.04  

医薬保健学域 377  1,004  2.66  868  388  1.03  

⼀括⼊試 150  801  5.34  700  150  1.00  

計 1,726  4,035  2.34  3,694  1,777  1.03  

 
(2) ⼈材需要の動向等社会の要請 

ア ⼈材の養成に関する⽬的その他の教育研究上の⽬的 
 融合学域スマート創成科学類の⼈材養成の⽬的は、次のとおりである。 

【融合学域】 
広範な分野にわたる教養と⽂理融合の知⾒を醸成し、課題発⾒・解決の知を展開する

ことで、地域と世界に貢献することを理念とし、知識集約型社会で中核的リーダーシッ
プを発揮できるイノベーション⼈材を養成することを⽬的とする。 
【スマート創成科学類】 

地球規模で急速に起こっている社会の変容や技術の⾶躍を的確に踏まえた上で、表
出する多様な未来の諸課題に関し、⼈⽂科学・社会科学・⾃然科学等の多様な知⾒を活
⽤しながらその解決に取り組むとともに、仮想と現実の⾼度な融合を活⽤して持続可
能なスマートシティを⾒据えた未来の科学を創成する⼈材の養成を⽬的とする。 

 
イ 上記アが社会的、地域的な⼈材需要の動向等を踏まえたものであることの客観的
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３．理⼯学域電⼦情報通信学類 

(1)学⽣の確保の⾒通し及び申請者としての取組状況 
ア 設置⼜は定員を変更する学科等を設置する⼤学等の現状把握・分析 

 ⾦沢⼤学は、平成 16 年に本学の活動が 21 世紀の時代を切り拓き、世界の平和と⼈類の
持続的な発展に資するとの認識に⽴ち、「地域と世界に開かれた教育重視の研究⼤学」の位
置付けをもって改⾰に取り組むこととし、その拠って⽴つ理念と⽬標を⾦沢⼤学憲章とし
て制定した。また、平成 20 年 4 ⽉には、これまでの学問領域の枠組みを越えた、幅広い知
識と、それを活⽤する問題解決型能⼒の涵養の実現のため、8 学部 25 学科であった学⼠課
程を３学域 16 学類に改組し、学域学類制をスタートさせた。その後も、社会のニーズに寄
り添い、教育組織再編を⾏い、平成 30 年度には、理⼯学域を 6 学類から今回収容定員を変
更する電⼦情報通信学類を含む 7 学類に改組し、⼈間社会学域を含め、全学的な⼊学定員
再編を⾏った。  
 全国的な急激な⾼度情報専⾨⼈材のニーズの⾼まりに対応するため、理⼯学域電⼦情報
通信学類の収容定員を変更する構想を計画した。 
 

イ 地域・社会的動向等の現状把握・分析 
  知識集約型社会への転換等、急速な情報化社会の進展に応じ、我が国がさらに発展する
ためには、個々の⾼度情報専⾨⼈材を養成する機関の機能を強化し、効果的に、よりレベル
の⾼い、多くの⾼度情報専⾨⼈材を育成・輩出していくことが重要である。「IT ⼈材需給に
関する調査」（平成 31 年 3 ⽉ 経済産業省委託調査事業、みずほ情報総研株式会社）によ
れば、IT ⼈材需給に関する主な試算結果では、図３−１のとおり、2030 年には、16〜79 万
⼈の⾼度情報専⾨⼈材が不⾜すると試算されている。 
図３−１：IT ⼈材需給に関する主な試算結果 
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学と技術の発展を⽬指し、⼈類の幸福のため世界で活躍する個性輝く⼈材を養成する
ことを⽬的とする。 
【電⼦情報通信学類】 

地電気電⼦・情報通信⼯学の専⾨的な知識と技術を基に、これらが必要とされる様々
な分野において、深い洞察⼒と広い視野により最先端の技術課題を解決し、⾼い倫理観
を持ちながら、社会の持続的な発展に貢献できる技術者・研究者を養成することを⽬的
とする。 

 
 ②教育内容 

 ①の⼈材養成の理念の下、以下のとおりディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシ
ー、アドミッション・ポリシーを設定している。 

≪ディプロマ・ポリシー≫ 
 先端的な情報通信に必要な知識と技術を⾝につけ、当該分野に関して創意⼯夫と新
分野開拓を⾏い、第 4 次産業⾰命及び超スマート社会を担う技術者、研究者、データサ
イエンティストを養成する。⾦沢⼤学<グローバル>スタンダード（KUGS）及び本学
類が掲げる⼈材養成⽬標を踏まえ、英語能⼒の基準を満たし、以下に掲げる学修成果を
達成した者に、学⼠（⼯学）の学位を授与する。 
・数理情報や⾃然科学などの情報通信⼯学の基礎理論を理解し、応⽤できる能⼒ 
・IoT、⼈⼯知能、ビッグデータ、サイバーセキュリティ、情報通信ネットワークなど

に関する専⾨知識と理論を理解し、説明できる能⼒ 
・多種膨⼤な情報を組み合わせ解析するビッグデータ解析技術 
・IoT 技術を活⽤して、堅牢で安全なビッグデータ収集システムを構築できる技術 
・⼈⼯知能を組み込んだ情報通信システムを構築できる技術 
・安全で柔軟な情報通信ネットワーク技術 
・⼯学の持つ社会的・倫理的責任の理解 
 
≪カリキュラム・ポリシー≫ 
 ディプロマ・ポリシーに掲げる⽬標を達成するために、共通教育科⽬、専⾨教育科⽬

を体系的に編成し、講義、演習、実験、実習を適切に組み合わせた授業科⽬を開講す
る。教育課程については、カリキュラム・ツリーやナンバリングを⽤いてその体系性
や構造を明⽰する。教育内容は次のとおりである。 

(1)共通教育科⽬（４４単位以上） 
  IoT、⼈⼯知能、ビッグデータ、サイバーセキュリティ、情報通信ネットワークな

どに関する情報通信⼯学分野において第 4 次産業⾰命及び超スマート社会を担う技
術者、研究者やデータサイエンティストを養成するために、基礎となる導⼊科⽬、GS
科⽬、GS ⾔語科⽬、⾃由履修科⽬、基礎科⽬、初習⾔語科⽬を設ける。 
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(2)専⾨教育科⽬（８０単位以上） 
・IoT、⼈⼯知能、ビッグデータ、サイバーセキュリティ、情報通信ネットワークなど

に関する情報通信⼯学分野において第 4 次産業⾰命及び超スマート社会を担う技術
者、研究者やデータサイエンティストを養成するために、基礎となる学域 GS 科⽬
（８単位以上）、学域 GS ⾔語科⽬（２単位）を設ける。 

・導⼊として専⾨知識の修得に必要な数理情報や⾃然科学などの基礎的な科⽬を専⾨
基礎科⽬として配置する。 

・専⾨知識と理論の理解、そして実践的な技術の修得のために、IoT、⼈⼯知能、ビッ
グデータ、サイバーセキュリティ、情報通信ネットワークなどに関する情報通信⼯学
の専⾨科⽬として学類共通科⽬（専⾨）群とコース科⽬（情報通信）群を、及び、各
分野に則した実験・演習科⽬として実践科⽬群を配置する。 

・より⾼度な実験・演習科⽬と課題研究として実践科⽬と総合科⽬を配置することで、
問題発⾒・解決能⼒を⾝につけることができるように編成している。 

≪アドミッション・ポリシー≫ 
 電⼦情報通信学類が対象とする分野は、持続的発展可能で⾼度に情報化された未来
社会を創造する電気電⼦技術（EET）と情報通信技術（ICT）からなる。本学類は、電
気エネルギー創成・変換、ナノテクノロジー、光・電⼦デバイス、宇宙探査、セキュリ
ティ、IoT (Internet of Things)、ビッグデータ、 クラウドコンピューティングなどに
興味がある⼈材の⼊学を期待している。 
 本学類には電気電⼦及び情報通信の 2 つのコースがある。地球的視点や技術者とし
ての⾼い倫理観を有し、電気電⼦・情報通信分野の未来の課題に対する解決能⼒を有す
る⾃⽴した技術者・研究者を養成する。 
 求める⼈材は、次のとおりである。 
・エネルギー、エレクトロニクス、情報通信に関する技術を⾝につけて国内外の幅広い

分野で活躍したい⼈  
・科学実験やコンピュータなどに関⼼があり、電気電⼦・情報通信分野の未来の課題を

⾒つけて創意⼯夫したい⼈ 
・数学が得意な⼈、物理学、数学の応⽤に積極的に取組みたい⼈ 

  
③増員する収容定員の設定 

 「令和５年度 ⼤学・⾼専機能強化⽀援事業（⾼度情報専⾨⼈材の確保に向けた機能強
化に係る⽀援）」に申請中の計画どおり、理⼯学域電⼦情報通信学類の⼊学定員を 76 名
から 116 名に変更する。また、理⼯学域電⼦情報通信学類には，電機・ソフトウエア・通
信に限らず、様々な業種から幅広く求⼈があり、令和 4 年度実績では 799 件の求⼈があ
り、教育の質を担保しつつ、40 名の⼊学定員増を⾏う。 

電⼦情報通信学類では、機械⼯学類、フロンティア⼯学類との⼀括⼊試（3 学類⼀括⼊
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試）を実施しており、レイトスペシャリゼーションにより、２年次に学類への配属を決定
している。２年次から各学類に配属されるが、電⼦情報通信学類への配属希望者は、50％
程度（令和 4 年度の⼀括⼊試の募集⼈員 236 ⼈に対し 118 名）と⾮常に⾼く 、当学類の
定員 76 ⼈に対し、40 名程度の超過ニーズがある。このため、増員する規模としては 40
名が適切と判断した。 

 
 ④学⽣納付⾦の額と設定根拠 

学⽣納付⾦については、国⽴⼤学等の授業料その他の費⽤に関する省令（平成 16 年 3
⽉ 31 ⽇⽂部科学省令第 16 号）に基づき、同省令に掲げる授業料、⼊学料及び検定料の
額を標準とし、本学において設定する。 

 
 

エ 学⽣確保の⾒通し 
A 学⽣確保の⾒通し 
後期⽇程試験廃⽌以降の電⼦情報通信学類のこれまでの⼊学試験の状況は表３−１のと

おりである。電⼦情報通信学類では、機械⼯学類、フロンティア⼯学類との⼀括⼊試（3 学
類⼀括⼊試）を実施しており、レイトスペシャリゼーションにより、２年次に学類への配属
を決定している。２年次から各学類に配属されるが、電⼦情報通信学類への配属希望者は、
50％程度（令和 4 年度の⼀括⼊試の募集⼈員 239 ⼈に対し 118 名）と⾮常に⾼く 、当学類
の定員 76 ⼈に対し、40 名程度の超過ニーズがある。3 学類で 430〜500 名程度の志願者が
いることから、定員を 40 名増やした場合も⼊学者のニーズはあり、競争性を担保した上で、
定員充⾜できると考えている。 
 表３−１：理⼯学域３学類⼀括⼊試の⼊学試験状況 

年度 ⼊学定員(A) 志願者数(B) 志願倍率(B/A) 受験者数 ⼊学者数(C) 定員充⾜率(C/A) 

令和 3 年度 239 497 2.08 483 245 1.02 

令和 4 年度 239 428 1.79 408 247 1.03 

令和 5 年度 230 471 2.05 460 240 1.04 

 
B 新設学部等の分野の動向 

 近隣⼤学において情報系、⼯学系の学部学科を持つ⼤学は表３−２のとおりである。情報
⼯学を専⾨とする学科として、⾦沢⼯業⼤学の情報⼯学科が存在するが、前述のとおり、本
学において約 120 名の志願者は⾒込めるため、定員は充⾜できると考えている。 
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表３−２：⽯川県内において⼯学⼜は情報系学問を扱う学部・学科 

 
※1…⼼理科学科の定員を含む 

 
C 中⻑期的な 18 歳⼈⼝の全国的、地域的動向等 

 ⽯川県は、⾼等教育機関の集積が⾼く、⼈⼝あたりの⾼等教育機関の数は、全国１位であ
る。また、リクルート進学総研マーケットリポート 2022 によると、⾃県内の⼤学・短期⼤
学⼊学者に対する⾃県内の⾼校出⾝者の割合は、全国的に横ばい傾向だが、⽯川県では、
年々増加傾向にあり、近年は全国平均を上回るという結果が出ている。 
 しかし、本学の⼊学者及び志願者に占める⽯川県内出⾝者の割合は、令和 3 年度からの
３か年平均で、26％及び 22％となっている。⽯川県内の進学需要の⾼まりや、本学には全
国的な進学需要もあることから、定員充⾜に問題はないと考える。 
 

D. 競合校の状況 
 ⽴地する地域での、情報系⼜は⼯学系の学部は次のとおりであるが、近隣の富⼭⼤学、福
井⼤学の志願状況は表３−３のとおりである。 
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表３−３：競合校の⼊試状況（前期⽇程） 
  年度 募集⼈数(A) 志願者数(B) 志願倍率(B/A) 受験者数 合格者数 ⼊学者数(C) 充⾜率(C/A) 

富⼭⼤学 

⼯学部⼯学科 

電気電⼦⼯学コース 

R3 65 342 5.26 329 75 66 1.02 
R4 70 112 1.60 109 85 79 1.13 
R5 70 186 2.66 177 88 79 1.13 

富⼭⼤学 

⼯学部⼯学科 

知能情報⼯学コース 

R3 58 220 3.79 210 67 64 1.10 
R4 75 185 2.47 176 87 79 1.05 
R5 66 215 3.26 203 76 70 1.06 

福井⼤学⼯学部 

電気電⼦情報⼯

学科 

R3 68 201 2.96 187 76 66 0.97 
R4 68 163 2.40 158 76 67 0.99 
R5 68 93 1.37 88 73 70 1.03 

 
E．既設学部等の学⽣確保の状況 

 本学では、令和 3 年度⼊学試験から、後期⽇程試験を廃⽌し、前期⽇程試験に⼀本化し
た。令和 3 年度以降の学⼠課程の⼊学試験の状況は、表３−４のとおりである。どの学域に
おいても約 2 倍の志願倍率を確保できており、定員を充⾜すると考えられる。 

表３−４：本学の⼊試状況 
 令和 3 年度 

年度 ⼊学定員(A) 志願者数(B) 志願倍率(B/A) 受験者数 ⼊学者数(C) 定員充⾜率(C/A) 

融合学域 49  146  2.98  135  55  1.12  

⼈間社会学域 623  1,185 1.90 1,117 637  1.02  

理⼯学域 531  1,042  1.96 999 540  1.02  

医薬保健学域 377  1,051  2.79  906  386  1.02  

⼀括⼊試 146  692  4.74  593  146  1.00  

計 1,726  4,116  2.38 3,750  1,764  1.02  

  令和 4 年度 

年度 ⼊学定員(A) 志願者数(B) 志願倍率(B/A) 受験者数 ⼊学者数(C) 定員充⾜率(C/A) 

融合学域 62  176  2.84  158  67  1.08  

⼈間社会学域 608  1,315  2.16  1,240  622  1.02  

理⼯学域 531  1,109  2.09  1,063  551  1.04  

医薬保健学域 377  1,107  2.94  995  381  1.01  

⼀括⼊試 148  426  2.88  362  148  1.00  

計 1,726  4, 133  2.39  3,818  1,769  1.02  

 

 

- 学生確保（本文）-27 -



令和 5 年度 

年度 ⼊学定員(A) 志願者数(B) 志願倍率(B/A) 受験者数 ⼊学者数(C) 定員充⾜率(C/A) 

融合学域 85  137  1.61  132  89  1.05  

⼈間社会学域 603  1,137  1.89  1,067  621  1.03  

理⼯学域 511  956  1.87  927  529  1.04  

医薬保健学域 377  1,004  2.66  868  388  1.03  

⼀括⼊試 150  801  5.34  700  150  1.00  

計 1,726  4,035  2.34  3,694  1,777  1.03  

 
(2) ⼈材需要の動向等社会の要請 

ア ⼈材の養成に関する⽬的その他の教育研究上の⽬的 
 理⼯学域電⼦情報通信学類の⼈材養成の⽬的は、次のとおりである。 

【理⼯学域】 
基礎科学と⼯学の先進的な研究を通して理⼯学の⾼度な専⾨知識を育み、⾼い倫理

性と豊かな教養を備え、課題探求能⼒と国際感覚をもって⾃然環境と調和のとれた科
学と技術の発展を⽬指し、⼈類の幸福のため世界で活躍する個性輝く⼈材を養成する
ことを⽬的とする。 
【電⼦情報通信学類】 

電気電⼦・情報通信⼯学の専⾨的な知識と技術を基に、これらが必要とされる様々な
分野において、深い洞察⼒と広い視野により最先端の技術課題を解決し、⾼い倫理観を
持ちながら、社会の持続的な発展に貢献できる技術者・研究者を養成することを⽬的と
する。 

 
イ 上記アが社会的、地域的な⼈材需要の動向等を踏まえたものであることの客観的
な根拠 
電⼦情報通信分野では，電機・ソフトウエア・通信に限らず、様々な業種から幅広く求⼈

があり、令和 4 年度実績では 799 件の求⼈があった。従って、40 名の⼊学定員増を⾏い、
⼊学定員を 116 名とした場合も、⼗分に卒業者の進路は確保されていると考える。また、
⼊学定員増を⾏うニーズは⼗分にあると考えている。 

これまでの電⼦情報通信学類（令和３年度）及び前⾝にあたる電⼦情報学類の就職状況
は、表３−５及び図３−３のとおりである。⼤学院進学も含めた就職率はほぼ 100％であ
る。  
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学生の確保の見通し等を記載した書類（別添資料） 
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資料２ 「金沢大学融合学域『観光デザイン学類（仮称）』設置構想アンケート」 ··················· 4 

調査方法：郵送調査 

調査期間：2021 年 1 月～2 月 

調査対象：求人・求職において本学と関連のある企業等 143 社 

資料 3 「金沢大学融合学域『スマート創成科学類（仮称）』設置構想アンケート」 ················ 6 

調査方法：郵送調査 

調査期間：2022 年 2 月～2022 年 4 月 

調査対象：求人・求職において本学と関連のある企業等 338 社 
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第３０６回役員会議事概要

日  時  令和５年４月２１日（金）１５時００分～１５時２５分 

場    所  特別会議室 

出 席 者  和田，大竹，森本，中村，山岸，塩川，中沢，黒本，（浅野），（村本） 

１ 前回議事確認 

  第３０５回役員会（令和５年３月１７日開催）［資料１］ 

２ 協 議 

（１）寄附講座（包括的 IgG4関連免疫学講座）の設置更新［資料２］ 

議長から，資料２に基づき，令和５年６月３０日で設置期間が満了する大学院医薬

保健学総合研究科に設置の寄附講座「包括的 IgG4関連免疫学講座」の設置期間を令

和７年６月３０日まで更新することについて説明があり，審議の結果，原案のとおり

決定した。  

（２）金沢大学における令和６年度教育組織改革［資料３］ 

議長から，資料３に基づき，金沢大学未来ビジョン『志』等の本学将来構想を踏ま

えた令和６年度における教育組織改革について説明があり，審議の結果，原案のとお

り決定した。 

以上 
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（２）新学術創成研究科ナノ生命科学専攻の入学定員変更 

【入学定員】博士前期課程：6 名 → 10 名 
      博士後期課程：6 名 → 10 名 
※令和５年度からの変更を計画していたが、概算要求に間に合わなかったため、令和６年度から変

更する。 
 
（３）大阪大学大学院 大阪大学、金沢大学、浜松医科大学、千葉大学、福井大学 

連合小児発達学研究科博士前期課程設置 
【養成する人材像】 
 ・子どものこころに関わる諸問題を克服するための社会的対応に関わる専門職と連携・統合でき

る高度な指導者（多職種連携指導者） 
・医学医療、心理学、教育学基盤に立って、子どものこころと脳発達とその障害に関わる研究者 

【入学定員】15 名 
【学位】修士（小児発達学） 

 ※本件は、大阪大学が設置する連合大学院であるため、大阪大学が設置申請を行う。 
 
各改組について、以下のとおり学内会議の審議を経て、Ⅱ（１）について、文科省と協議の上、設

置計画書等を提出する。また、Ⅰ及びⅡ（２）の事項については、文部科学省と協議の上、概算要求
等、必要な手続きを行う。 

 
教育組織改革に係る学内会議の審議日程（予定） 

    令和 5 年 3 月 17 日（金） 第 161 回大学改革推進委員会 
        4 月 21 日（金） 第 243 回教育研究評議会 
        4 月 21 日（金） 第 306 回役員会 

設置計画書等受付期間 
  ・自然科学研究科博士後期課程改組 

→ 事前相談（設置届出）：令和 5 年 4 月 18 日（火） 
  ・融合学域観光デザイン学類の入学定員増 

→ 申請期限：令和 5 年 4 月 14 日（金） 
  ・融合学域スマート創成科学類及び理工学域電子情報通信学類の入学定員増 

→ 申請期限：令和 5 年 5 月 24 日（水） 
 
 ※ 上記については、文部科学省との相談中のものを含むため、人数は変更する可能性がある。 

※ なお、設置計画書等の提出後、大学設置・学校法人審議会において審議が行われ、その審査結
果については、令和５年６月中旬～下旬に本学へ伝達される予定となっている。 

※ 上記について文科省から認可等を得た場合、第４期中期計画における収容定員等を変更する。 
 

参考．令和 7 年度に改組を検討している研究科等  
 ・融合学域先導学類に接続する大学院 
 ・医薬保健学域医薬科学類に接続する大学院 
 ・教職実践研究科教育支援開発専攻の設置（文部科学省と相談継続中） 

 
 

資料作成者：企画評価室 小島 
      学務部学務課 浜浦 
      融合系事務部総務課 中山 

人間社会系事務部学生課 酒本 
理工系事務部学生課 高倉 
医薬保健系事務部総務課 中場 
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